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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第141期中 第142期中 第143期中 第141期 第142期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

(１) 連結経営指標等             

売上高 (百万円) 298,143 332,507 365,932 626,316 679,822 

経常利益 (百万円) 42,707 35,124 33,360 90,196 67,319 

中間（当期）純利益 (百万円) 26,143 21,180 21,891 55,306 41,201 

純資産額 (百万円) 288,956 349,592 381,688 321,464 367,610 

総資産額 (百万円) 494,617 579,069 617,142 556,934 604,208 

１株当たり純資産額 （円） 1,753.24 2,090.04 2,274.66 1,943.73 2,192.29 

１株当たり中間（当期） 

純利益 
（円） 158.73 128.07 131.50 332.30 248.33 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
（円） 158.53 127.88 131.39 331.72 248.01 

自己資本比率 （％） 58.4 60.1 61.4 57.7 60.4 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 35,304 21,527 37,211 84,525 63,032 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △24,823 △32,085 △36,154 △55,365 △77,285 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 1,088 △4,737 △2,902 △1,010 879 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
(百万円) 68,564 71,712 72,678 86,684 74,551 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（名） 

21,404 

(3,846)

23,987 

(6,735)

25,647 

(6,925)

21,527 

(5,083)

24,776 

(6,553)

 



 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

３ 第142期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

２【事業の内容】 

 当社および当社の関係会社（当社、子会社110社、関連会社１社（平成19年９月30日現在）により構成）において

は、工業用材料、電子材料、機能材料の３部門に関係する事業を主として行っており、その製品は多岐にわたっており

ます。各事業における当社および関係会社の位置付けは事業系統図のとおりであります。 

 なお、次の３部門は「第５ 経理の状況 １ (１) 中間連結財務諸表 注記事項」に掲げる事業の種類別セグメン

ト情報の区分と同一であります。 

（１） 工業用材料 

 当部門においては、接合材料、表面保護材料、シーリング材料、包装材料・機器等を製造・販売しております。 

（２） 電子材料 

 当部門においては、液晶表示関連材料、プリント回路材料、電子プロセス材料、半導体関連材料等を製造・販売し

ております。 

（３） 機能材料 

 当部門においては、医療関連材料、高分子分離膜、ふっ素樹脂製品等を製造・販売しております。 

  

回次 第141期中 第142期中 第143期中 第141期 第142期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

(２) 提出会社の経営指標等           

売上高 (百万円) 179,381 195,085 230,316 378,922 400,339 

経常利益 (百万円) 35,063 27,749 23,702 69,193 42,832 

中間（当期）純利益 (百万円) 12,782 18,822 30,458 34,392 21,783 

資本金 (百万円) 26,783 26,783 26,783 26,783 26,783 

発行済株式総数 （千株） 173,758 173,758 173,758 173,758 173,758 

純資産額 (百万円) 233,924 276,591 299,116 254,103 274,240 

総資産額 (百万円) 355,104 426,177 467,813 396,513 432,411 

１株当たり純資産額 （円） 1,419.34 1,661.74 1,793.11 1,537.82 1,644.52 

１株当たり中間（当期）純

利益 
（円） 77.61 113.81 182.96 207.49 131.29 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
（円） 77.51 113.64 182.80 207.13 131.12 

１株当たり配当額 （円） 30.00 35.00 40.00 60.00 70.00 

自己資本比率 （％） 65.9 64.9 63.8 64.1 63.3 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（名） 

3,102 

(762)

3,428 

(772)

4,093 

(823)

3,187 

(769)

3,490 

(773)



事業系統図  

  

（注）１ 当社は平成19年４月１日付で、日昌㈱、共信㈱および日東電工マテックス㈱を分割会社とし、当社および日

昌㈱を承継会社とする会社分割を行いました。 

 ２ 当社は平成19年７月１日付で、共信㈱および日東電工マテックス㈱を吸収合併いたしました。 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度に連結子会社でありました下記の会社を除外しております。その他

の関係会社の異動は、重要性が乏しいため、内容の記載を省略しております。 

（当社への吸収合併による除外）   共信㈱、日東電工マテックス㈱  

４【従業員の状況】 

(１) 連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員（使用人兼務役員、執行役員および当社グループからグループ外への出向者を除

く）であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

２ 臨時従業員には、パートタイマーおよび準社員を含み、派遣社員を除いております。 

(２) 提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員（使用人兼務役員、執行役員および当社から社外への出向者を除く）であり、臨

時従業員数は［ ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 臨時従業員には、パートタイマーおよび準社員を含み、派遣社員を除いております。 

３ 従業員数が当中間会計期間において603名増加しておりますが、平成19年７月１日付で共信(株)およ

び日東電工マテックス(株)を吸収合併したこと等によるものであります。 

(３) 労働組合の状況 

 労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

  工業用材料 電子材料  機能材料  合計  

従業員数（名） 
7,035 

 [1,797] 

16,881 

[4,617]  

1,731 

 [511] 

25,647 

  [6,925] 

  平成19年９月30日現在

従業員数（名） 4,093[823]  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(１) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済環境は、個人消費は概ね横ばいで推移、企業設備投資は堅調、雇用

情勢も緩やかに改善しつつあり、一部に弱さがあるものの概ね堅調に推移しました。米国では信用力の低い個人

向け住宅融資（サブプライムローン）問題で景気は減速気味、欧州においてもその影響のため不透明感が高まっ

ています。アジアでは中国、インドを中心に好調を継続しています。 

このような経済環境のもと、引き続き市場拡大しているＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）業界、ＨＤＤ

（ハードディスクドライブ）や携帯電話などの電子機器業界に対して、液晶表示関連材料、工業用材料や電子関連

材料を拡販しました。また健康や環境への関心の高まりから今後の市場拡大が期待できる経皮吸収型テープ製剤

（医薬品）や水処理用の高分子分離膜に注力をしました。 

以上の結果、売上高は前中間連結会計期間と比較し10.1％増（以下の比較はこれに同じ）の365,932百万円とな

りました。利益面では、液晶表示関連材料の前年の大きな製品価格低下の影響、液晶テレビ大型化による生産効率

の悪化、また設備投資に係わる減価償却負担増の影響などにより営業利益は3.1％減の34,904百万円、経常利益は

5.0％減の33,360百万円、中間純利益は3.4％増の21,891百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  ① 工業用材料 

接合材料は堅調に推移しました。ＯＡ/家電向けは東アジア市場向けに売上を拡大。モバイル機器（携帯電

話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム機など）とＨＤＤ向けは市場拡大に伴い売上を拡大しました。表面保護材

料は、ＦＰＤ業界向け表面保護フィルム（商品名「Ｅ－ＭＡＳＫ」）が期後半より回復はしてきたものの、金属

板や樹脂板用保護フィルムを含めた全体では横ばいでした。シーリング材料はモバイル機器向けが好調であり、

自動車部材向けは堅調に推移しました。施工材料は海外市場、特に中国、欧州市場向けにマスキングテープが建

築用を中心に伸びましたが、国内では住宅市場の成熟化の影響を受けて全体では横ばいでした。部材加工・仕入

品については、グループ販売機能の統合による一時的な影響を受けました。 

以上の結果、売上高は127,893百万円（4.8%減）、営業利益は13,057百万円（1.1%減）となりました。 

  ② 電子材料 

液晶表示関連材料は、液晶テレビ、携帯電話、タッチパネルの市場が拡大したことに伴い、補償板付き偏光板

などの特徴ある製品を中心に物量は順調に伸びました。半導体関連材料は市況の回復に加えて、環境対策樹脂の

増加、特に先端デバイス向けでの売上拡大により堅調に推移しました。汎用樹脂は競争の激化により横ばいでし

た。回路材料はＨＤＤに代表されるストレージ業界向けが生産能力増強効果により好調でした。電子プロセス材

料は、半導体製造工程用保護シート・貼り合わせ機が市況の好調と拡販により大きく伸長しました。また、半導

体パッケージ用接着シートも順調に海外市場で売上げを拡大しました。小型電子部品向けプロセス材料は、主要

市場である携帯電話、パーソナルコンピューター、デジタルカメラ等の需要拡大に伴い好調に推移しました。ま

た、電池関連材料が小型電子部品向けプロセス材料同様、好調でした。 

以上の結果、売上高は210,697百万円（22.4％増）、営業利益は17,489百万円（4.7％減）となりました。 

  ③ 機能材料 

医療関連材料は、医薬品である経皮吸収型テープ製剤が、狭心症用や痛み止め用などで、堅調に推移しました

が、気管支拡張用（喘息用）が市場の一時的な在庫調整の影響を受けました。また、衛生材料では一部製品の撤

収や化粧品関連のブーム停滞がありました。これらにより、全体では低調な推移となりました。高分子分離膜

は、国内では半導体業界や液晶業界向け超純水用の新規物件や交換に伴う受注、海外では中東・欧州での海水淡

水化用の受注、中国では飲料用途の新製品効果などで好調に推移しました。エンジニアリングプラスチック部材

は、ＯＡ・情報機器用の機能部材や自動車部品、電子部品、家電向けなどに多孔質膜材料が堅調でした。 

以上の結果、売上高は27,341百万円（5.3％増）、営業利益は4,357百万円（2.5％減）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

日本では、液晶テレビ、携帯電話やＯＡ機器などの情報・電子機器の継続的な海外への生産移管、自動車産業

の生産台数低迷や住宅産業の成熟などの影響を受けました。その結果、売上高125,151百万円（6.4%減）、営業

利益20,783百万円（28.1%減）となりました。 

② アジア・オセアニア  

アジア・オセアニアは、韓国や台湾での液晶テレビパネルやパーソナルコンピューター、携帯電話といった情



報・電子機器の生産が増えたことにより好調に推移しました。また市況好調によるＨＤＤの生産数増加のた

め、南アジアではＨＤＤ関連材料の売上が拡大しました。その結果、売上高203,868百万円（21.5%増）、営業利

益11,581百万円（111.5%増）となりました。 

③ 欧州 

欧州については、液晶表示関連材料や半導体関連材料が好調に拡大し、工業用材料は電機・電子機器業界向け

に堅調に推移しました。その結果、売上高14,247百万円（32.3%増）、営業利益1,017百万円(72.8%増)となりま

した。 

④ 北米  

北米においては、自動車業界向けに工業用材料が売上を拡大し、また高分子分離膜事業は特に海水淡水化膜の

案件を中心に好調に推移しました。その結果、売上高22,664百万円(11.7%増)、営業利益44百万円と前中間連結

会計期間の営業損失667百万円から黒字転換を果たしました。 

  

(２) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は72,678百万円となり、前連結会

計年度末より1,872百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した資金は37,211百万円（前中間連結会計期間は21,527百万円の増加）となりました。 

これは主に、税金等調整前中間純利益33,028百万円、減価償却費23,167百万円等による増加と、売上債権の増

加額11,727百万円、法人税等の支払額及び還付額10,514百万円等による減少の結果であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、減少した資金は36,154百万円（前中間連結会計期間は32,085百万円の減少）となりました。 

 これは主に、固定資産の取得による支出37,264百万円によるものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、減少した資金は2,902百万円（前中間連結会計期間は4,737百万円の減少）となりました。 

これは主に、配当金5,826百万円の支払による減少と、コマーシャル・ペーパーの増加5,000百万円によるもの

であります。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(１) 生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は、売価換算値によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(２) 受注状況 

 当社グループは、おおむね需要動向から見た見込み生産を行い、それ以外の製品については一部受注生産を行

っておりますが、受注生産高の売上高に占める割合の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

(３) 販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

工業用材料 66,914 98.3 

電子材料 191,370 117.2 

機能材料 26,353 108.4 

合計 284,638 111.3 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

工業用材料 127,893 95.2 

電子材料 210,697 122.4 

機能材料 27,341 105.3 

合計 365,932 110.1 



 （注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績および総販売実績に対応する割合は、販売実績が総販売実績の100分の10

以上の相手先がないため、記載を省略しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

(１) 対処すべき課題 

会社のグローバル市場でビジネス展開をされるお客様に、当社固有の基幹技術に立脚した上で今まで以上に迅

速に対応できる体制を構築し、お客様の課題を解決していくビジネスモデルが不可欠であると認識しています。 

その実現のため全社グループ組織構造をシンプルに再編し、かつ技術・製造・販売がその機能を最大限に発揮

できる体制構築を強化していきます。 

新たな成長に向けて、具体的には以下の取組みを重点的に行っていきます。 

① 電子材料 

主力の液晶表示関連事業は、液晶パネル市場のコモディティー化に対応しうる生産性改革や世界のお客様への

最適生産体制を強化していきます。具体的には前工程での新プロセス棟を活用した生産性改革や、中国での後工

程の生産効率化、さらには材料開発を行っていきます。またお客様がビジネス展開を加速している東欧において

も強化を図っていきます。 

回路材料はＭＲＨ（磁気抵抗ヘッド用薄膜金属回路基板）の生産能力増強と汎用ＦＰＣの収益性向上に取組ん

でいきます。 

② 工業用材料 

テープ事業は、技術・製造・販売の機能軸で括る事で、当社固有の基幹技術の進化を加速させます。また事業

戦略としては、エレクトロニクスおよび自動車など業界の視線を持ちながら、お客様の課題をともに解決してい

く事で、グローバル展開を加速させていきます。 

また開発部門内にマーケティング組織を組み込む事で、次世代のグローバルニッチトップ製品輩出の動きを加

速させていきます。 



③ 機能材料 

医療関連材料は、経皮吸収型テープ製剤の北米・アジアでの展開を加速させていきます。高分子分離膜では成

長の著しい中国市場に注力するともに、海水淡水化や排水再利用向けにおいてグローバル展開を行っていきま

す。 

 更に、グループ事業構造の改革という観点から流通改革を推進してきました。今後は、国内および海外現地法人

の統合、物流改革、管理機能の再編成を行い、日東電工グループ全体で一層の効率化を図っていきます。 

(２) 会社の支配に関する基本方針について 

当社株式の大規模買付け行為に対する基本的な考え方は、以下のとおりであります。 

 当社は、株式の大量保有を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株

主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えておりますが、一方では高値での売抜け等の不当な目的による企業

買収の存在も否定できず、そのような買収者から当社の基本理念やブランドおよび株主を始めとする各ステーク

ホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると認識しております。 

 現在のところ、当社株式の大量買付けに係る具体的な脅威が生じているわけでなく、また当社としても、その

ような買付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）を予め定めるものではありません

が、当社としては、株主から付託を受けた経営者の責務として、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視す

るとともに、株式の大量取得を企図する者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を

講じる方針です。 

４【経営上の重要な契約等】 

 （連結子会社との合併） 

 当社は、平成19年４月27日開催の取締役会において、完全子会社である共信株式会社および日東電工マテックス

株式会社を平成19年７月１日を効力発生日として吸収合併することを決議し、同日付をもってそれぞれ合併契約を

締結いたしました。 

 なお、当該合併に係る詳細は、「第５ 経理の状況 1 中間連結財務諸表等 (１) 中間連結財務諸表 注記事

項」の中の（企業結合等関係）をご参照下さい。 

５【研究開発活動】 

 当社グループ（当社および連結子会社）における当中間連結会計期間の研究開発活動は、広汎な高分子材料の合

成・変性・加工を基盤技術とし、「変化をチャンスと捉える発想」や「グローバルニッチトップ」の風土の中、CTO

（Chief Technology Officer）を中心とするＲ＆Ｄマネージメント体制の下、オプトロニクス、エレクトロニク

ス、エネルギー、エコロジーの各分野に亘って展開を図っております。特に中期計画における、研究開発部門の活動

としては「グローバルニッチトップ製品の倍増」と「新製品比率４０％以上」を具体的な実行目標として掲げ、展開

を図っております。その推進体制としては、全社技術機能には全社技術部門として基幹技術センター、生産技術開発

センター、技術情報センター等を配置し、事業執行体には各事業部門に研究開発センターや開発部等を配置し、それ

ぞれが密接な連携をとりながら技術立社としての基盤技術の深耕、新製品、新技術の開発に取り組んでおります。ま

た各関係会社との連携体制は、主に事業部門の開発部門を中心に推進していますが、全社技術部門としても「Ｒ＆Ｄ

のグローバル化」の観点より、事業毎の全体最適を考慮しつつ、国内外の関係会社との間で、Ｒ＆Ｄグローバル会議

を開催し、技術情報の共有化を図るとともに、お互いの密接な連携のもと開発体制の整備と強化を行い、徹底した選

択と集中による新製品開発に取り組んでおります。 

 当中間連結会計期間は、将来の事業創出のために開設した米国研究所（非連結子会社・NITTO DENKO TECHNICAL 

CORPORATION）の拡充を計画的に推進し、光、バイオ、ナノ技術関係で有望な材料が開発されつつあります。 

 また当中間連結会計期間の研究開発部門の人員については、当社単独では全社技術機能の全社技術部門としては

334名、事業執行体の研究開発部門としては526名の計860名、グループ全体では1,247名であります。また、当グルー

プが支出した研究開発費の総額は11,102百万円であります。 なお、各セグメントに直接関連しない全社技術部門の

研究開発費が3,555百万円あります。 



  事業の種類別セグメントの研究開発活動成果は下記のとおりであります。 

① 工業用材料  

  エレクトロニクス、自動車、住宅建築分野に対し、高精度化・高機能化・環境対応を重点に技術開発・商品開発

を行いました。主な商品としては、液晶ディスプレイ用の光学フィルム保護用テープとして「E-MASKシリーズ」

の、「PR207F」「PR106F」「HF300」を商品化しました。またFPDパネルなどの表示用電子機器向けのシール、緩衝

用途に極狭い隙間への対応が可能なクリーン超薄手発泡体「SCF400シリーズ」を商品化しました。 携帯電話用小型

LCD周辺部材の固定と遮光両面テープとして、ハロゲンフリーの「No.5605BN」を商品化しました。 

 自動車分野に対しては、軽量化・高機能化・環境対応を重点に開発を行い、アクリルフォーム強接着テープ、ハ

イパージョイントシリーズの「A4016」を自動車用途の品揃えに加えました。 

 当中間連結会計期間における研究開発費の金額は1,974百万円であります。  

② 電子材料  

 液晶テレビの本格普及に伴い、表示性能の向上と画面サイズの大型化が急速に進みました。その中でタッチパネ

ルに用いられる透明導電性フィルム「エレクリスタ」の需要が拡大し、事業が大きく伸長しました。本製品は、抵

抗値の均一性にすぐれ、且つ、打点寿命にも優れた特長があります。携帯電話の薄型化が進み当社が先行して商品

化をすすめた薄型仕様の光学フィルムが拡大しました。大型液晶テレビ用には視野角補償効果を高めた新製品が寄

与しています。 

 回路材関係では、薄型ＴＶの液晶ドライバＩＣ実装にも使用できる、超高精細基板を開発しました。当社固有の

高精細配線形成技術を駆使し、仕上がり寸法精度も優れた回路基板です。異物による欠陥を極小化するため、製造

環境も従来品に比べて大幅にクリーン化しております。 

 半導体関連材料として、環境に対応した半導体封止材として、良好な成形性と信頼性をもった環境対応半導体封

止材「GEシリーズ」の実績が拡大しています。オプトデバイス関係では、LEDの高輝度化に伴い、「NT-800、シリコ

ーンハイブリッド樹脂」の拡販、新規赤外カット機能を付与した封止材の実績が拡大しています。また、新規光学

部材用にUV硬化型エポキシ樹脂の商品化も行いました。  

 電子プロセス材では、主に電子部品の製造工程に使用されている熱剥離シート「リバアルファ」において、より

高温での加工プロセスで使用可能な200℃発泡タイプ「No.31950E」を商品化しました。また電子部品製造時の清掃

作業を簡略化でき、歩留まり向上に寄与する電子部品製造ライン用クリーニングテープ「GH-3610A」を商品化しま

した。 

  また、フラッシュメモリーカードの増加に伴い、「EM－550M2A」をはじめとするエレップマウント(ダイアタッチ

フィルム付きダイシングテープ)が好調に売上げを伸ばしており、複数のチップを重ね合わせる(スタックする)場合

に不可欠な材料となってきております。 

 当中間連結会計期間における研究開発費の金額は3,388百万円であります。   

③ 機能材料  

 医薬品関係では、気管支拡張用（喘息治療用）の経皮吸収型テープ製剤の中国での輸入許可を取得し、「阿米迪

（アミディ）」として上市しました。医療衛生材料関係では、肌に優しい粘着剤をベースにした優肌シリーズのフ

ィルムドレッシング「優肌パーミロール」で、看護士の方が手袋を装着したままでも、容易に貼り付け操作のでき

る新たなタイプを商品化しました。バイオ関係では、動物細胞に迅速・簡便に遺伝子導入が可能となる生分解性ポ

リマー型遺伝子キャリアー技術を応用した「CarriGene Plate」を商品化しました。 

  膜モジュール関係では、昨年商品化した世界最高性能の海水淡水化用低圧ＲＯ「SWC5」がアルジェリアの大型プ

ラント等で採用が決まるなど急速に売上げを伸ばしています。また、平成19年6月に三菱レイヨンエンジニアリング

株式会社と開発合弁会社を設立し、ＲＯ前処理用ＭＦ膜など周辺技術の共同開発にも着手しました。 

  エンジニアリングプラスチック材料関係では、ＯＡ機器のカラー化に伴いポリイミド製ベルト「ニトミッドシリ

ーズ」が、堅調に推移しました。ふっ素樹脂の多孔質膜である「TEMISH」は、自動車電装用内圧調整材、家電用途

フィルタ、環境関連業界向けフィルタとして順調に実績が拡大しております。  

 当中間連結会計期間における研究開発費の金額は2,183百万円であります。   



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間における、主要な設備の重要な異動は以下のとおりであります。 

(１) 提出会社 

 当中間連結会計期間において、以下の設備を取得しました。 

  （注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、工具・器具及び備品であります。なお、金額には建設仮勘定および消費税

等を含みません。 

 ２ 従業員数の（ ）は臨時従業員数であり、外書しております。 

(２) 子会社 

 当中間連結会計期間において、重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。 

 また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

事業所名 

（所在地） 

事業の種類別

セグメントの

名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 

従業員数 

（名） 建物及び

構築物 

機械装置及

び運搬具 

土地 

（面積㎡）
その他 合計 

亀山事業所 

（三重県亀山市） 
電子材料 

フレキシブルプリント回路 

基板および液晶表示関連材

料等製造設備  

1,281 6,721 
－ 

( －) 
127 8,131 

550 

( 44) 

豊橋事業所 

（愛知県豊橋市） 

工業用材料 

電子材料  
テープ関連製品製造設備  458 3,598 

－ 

( －) 
180 4,237 

1,179 

( 356) 

尾道事業所 

（広島県尾道市） 
電子材料  液晶表示関連材料製造設備  526 7,445 

－ 

( －) 
170 8,143 

827 

( 204) 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(１)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 400,000,000 

計 400,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月17日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 173,758,428 173,758,428 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

－ 

計 173,758,428 173,758,428 － － 



(２)【新株予約権等の状況】 

 旧商法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ ストック・オプションの行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に

発行される株式はありません。 

株主総会の特別決議（平成16年６月24日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個）   385（注）１  385（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 38,500  38,500  

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株あたり１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年６月25日～ 

平成36年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格および資本組入額（円） 
該当なし（注）２ 同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社の取締役、執

行役員、監査役、顧問、嘱託等のい

ずれの地位をも喪失した日の翌日

（以下「権利行使開始日」という）

から６年間に限り新株予約権を行使

できる。 

② 上記①にかかわらず、新株予約権者

は以下のア)イ)に定める場合には、

それぞれに定める期間内に限り新株

予約権を行使できる。 

ア）新株予約権者が平成33年６月30日

に至るまでに権利行使開始日を迎

えなかった場合 

平成33年７月１日から 

平成36年６月24日まで 

イ）当社が消滅会社となる合併契約

書、当社が完全子会社となる株式

交換契約書の議案または株式移転

の議案につき当社株主総会で承認

された場合 

当該承認日の翌日から15日間 

③ 上記およびその他の権利行使の条件

の細目については、本総会および取

締役会決議に基づき、当社と新株予

約権者との間で締結する新株予約権

割当契約において定める。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、取締役会

の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項 
－ － 



 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 当社が、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使による場合を除く）するときは、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

また、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整します。

調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

３ ストック・オプションの行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に

発行される株式はありません。 

株主総会の特別決議（平成16年６月24日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）    1,364（注）１    1,158（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 136,400  115,800  

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株あたり5,410（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年１月１日～ 

平成19年12月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格および資本組入額（円） 
該当なし（注）３ 同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権者は、権利行使時において

当社または子会社の取締役、執行役員、

フェロー、監査役、顧問等または従業員

の地位にあることを要する。ただし、新

株予約権者が定年、任期満了による退

任・退職または会社都合等の理由によ

り、これらの地位を失った場合は、その

時点から１年間に限り、新株予約権の行

使を認める。 

 新株予約権者の相続人による新株予約

権の行使は認められないものとする。 

 上記およびその他の権利行使の条件の

細目については、本総会および取締役会

決議に基づき、当社と新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契約におい

て定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するときは、取締役

会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項 
－ － 

  
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
新株発行前の１株当たりの時価 

既発行株式数＋新株発行株式数 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 



 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ ストック・オプションの行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に

発行される株式はありません。 

株主総会の特別決議（平成17年６月24日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）   371（注）１   371（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 37,100  37,100  

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株あたり１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月25日～ 

平成37年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格および資本組入額（円） 
該当なし（注）２ 同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社の取締役、執

行役員、監査役、顧問、嘱託等のい

ずれの地位をも喪失した日の翌日

（以下「権利行使開始日」という）

から６年間に限り新株予約権を行使

できる。 

② 上記①にかかわらず、新株予約権者

は以下のア)イ)に定める場合には、

それぞれに定める期間内に限り新株

予約権を行使できる。 

ア）新株予約権者が平成34年６月30日

に至るまでに権利行使開始日を迎

えなかった場合 

平成34年７月１日から 

平成37年６月24日まで 

イ）当社が消滅会社となる合併契約

書、当社が完全子会社となる株式

交換契約書の議案または株式移転

の議案につき当社株主総会で承認

された場合 

当該承認日の翌日から15日間 

③ 上記およびその他の権利行使の条件

の細目については、本総会および取

締役会決議に基づき、当社と新株予

約権者との間で締結する新株予約権

割当契約において定める。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するときは、取締役

会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項 
－ － 



 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 当社が、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使による場合を除く）するときは、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

また、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整します。

調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

３ ストック・オプションの行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に

発行される株式はありません。 

株主総会の特別決議（平成17年６月24日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）    2,731 （注）１    2,731 （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 273,100   273,100   

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株あたり6,634（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年１月１日～ 

平成20年12月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格および資本組入額（円） 
該当なし（注）３ 同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権者は、権利行使時において

当社または子会社の取締役、執行役員、

フェロー、監査役、顧問等または従業員

の地位にあることを要する。ただし、新

株予約権者が定年、任期満了による退

任・退職または会社都合等の理由によ

り、これらの地位を失った場合は、その

時点から１年間に限り、新株予約権の行

使を認める。 

 新株予約権者の相続人による新株予約

権の行使は認められないものとする。 

 上記およびその他の権利行使の条件の

細目については、本総会および取締役会

決議に基づき、当社と新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契約におい

て定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するときは、取締役

会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 －  －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項 
－  －  

  
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
新株発行前の１株当たりの時価 

既発行株式数＋新株発行株式数 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 



会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

    ２ 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取

締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できます。 

① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

取締役会決議（平成18年６月23日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日）

新株予約権の数

（個） 
  231（注）１   231（注）１ 

新株予約権のうち

自己新株予約権の

数（個） 

－  －  

新株予約権の目的

となる株式の種類 
普通株式 同左 

新株予約権の目的

となる株式の数

（株） 

 23,100  23,100 

新株予約権の行使

時の払込金額

（円） 

１株あたり１ 同左 

新株予約権の行使

期間 

平成18年７月11日～ 

平成48年７月10日 
同左 

新株予約権の行使

により株式を発行

する場合の株式の

発行価格および資

本組入額（円） 

①  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金

等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。 

②  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に

定める増加する資本金の額を減じた額とする。         

同左 

新株予約権の行使

の条件 

① 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内におい

て、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当

社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株

予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位

を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から

10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使すること

ができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、か

つ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位

を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のう

ちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 

② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使するこ

とができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡し

た日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約

権を行使することができる。 

③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定す

る期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権

者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡

に関する事項 

 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関す

る事項 
－ － 

組織再編成行為に

伴う新株予約権の

交付に関する事項 

（注）２ （注）２ 



 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。ただし、会社法第194条の規定（単元未満株主

による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換で

きる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含みます。）の行使による場合を除きます。 

また、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整します。

調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

３ ストックオプションの行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発

行される株式はありません。 

４ 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締

役会決議の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得すること

ができます。 

① 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

② 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案  

取締役会決議（平成18年９月28日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）        3,569（注）１        3,569（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   356,900   356,900 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株あたり7,050（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年１月１日～ 

平成21年12月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格および資本組入額（円） 
該当なし（注）３ 同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権者は、当社または当社の子

会社の取締役、執行役員、フェロー、監

査役、顧問等または従業員の地位にある

場合に限り、新株予約権を行使すること

ができる。ただし、新株予約権者が定

年、任期満了による退任・退職または会

社都合等の理由により、これらの地位を

失った場合は、その時点から1年間に限

り、新株予約権の行使ができる。 

  新株予約権者が死亡した場合、相続

人は新株予約権を行使することができな

い。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するときは、取締役

会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項 
（注）４ （注）４ 

  
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
時価 

既発行株式数＋新株発行株式数 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 



 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

    ２ 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取

締役会決議の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する

ことができます。 

① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

取締役会決議（平成19年６月22日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数

（個） 
  333（注）１   333（注）１ 

新株予約権のうち

自己新株予約権の

数（個） 

－  －  

新株予約権の目的

となる株式の種類 
普通株式 同左 

新株予約権の目的

となる株式の数

（株） 

 33,300  33,300 

新株予約権の行使

時の払込金額

（円） 

１株あたり１ 同左 

新株予約権の行使

期間 

平成19年７月31日～ 

平成49年７月30日 
同左 

新株予約権の行使

により株式を発行

する場合の株式の

発行価格および資

本組入額（円） 

①  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加す

る資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される

資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1

円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 

②  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加す

る資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から

上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。    

同左 

新株予約権の行使

の条件 

① 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内に

おいて、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、

または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時

に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株

予約権者は、地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開

始日」という。）から10日を経過する日までの期間に限り、

新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者

が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約があ

る場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日また

は当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を

権利行使開始日とする。 

② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使す

ることができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者

が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限

り、新株予約権を行使することができる。 

③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規

定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新

株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるもの

とする。 

同左 

新株予約権の譲渡

に関する事項 

 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議

による承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関す

る事項 
－ － 

組織再編成行為に

伴う新株予約権の

交付に関する事項 

（注）２ （注）２ 



 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 行使価額の調整 

（１）当社普通株式につき、次の①または②の事由が生ずる場合は、行使価額は、次に定める算式（以下、

「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるもの

とする。 

① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合 

取締役会決議（平成19年７月27日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日）

新株予約権の数

（個） 
       3,673（注）１        3,673（注）１

新株予約権のうち

自己新株予約権の

数（個） 

－ － 

新株予約権の目的

となる株式の種類 
普通株式 同左 

新株予約権の目的

となる株式の数

（株） 

  367,300   367,300 

新株予約権の行使

時の払込金額

（円） 

１株あたり5,948（注）２ 同左 

新株予約権の行使

期間 

平成20年１月１日～ 

平成22年12月31日 
同左 

新株予約権の行使

により株式を発行

する場合の株式の

発行価格および資

本組入額（円） 

 １．発行価格 

   5,948円 

   ただし、（注）２の定めにより調整を受けることがあります。 

 ２．資本組入額 

 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する 

   資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本

   金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円 

   未満の端数は、これを切り上げるものとします。 

 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する 

     資本準備金の額は、上記①に定める増加する資本金の額を減じ 

     た額とします。 

同左 

新株予約権の行使

の条件 

 新株予約権者は、当社または当社の子会社の取締役、執行役員、

フェロー、監査役、顧問等または従業員の地位にある場合に限り、

新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が定

年、任期満了による退任・退職または会社都合等の理由により、こ

れらの地位を失った場合は、その時点から1年間に限り、新株予約

権の行使ができる。 

  新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使する

ことができない。 

同左 

新株予約権の譲渡

に関する事項 

 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとす

る。 
同左 

代用払込みに関す

る事項 
－ － 

組織再編成行為に

伴う新株予約権の

交付に関する事項 

（注）３ （注）３ 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 



 ② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定

（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される

証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。） 

（ⅰ）行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(２)に定める「調整後行使価額を適用する日」（以

下、「適用日」という。）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値（終値のない日を除く。）と

する。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

（ⅱ）行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用

日の１ヶ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として保有してい

る当社普通株式の総数を控除した数とする。 

（ⅲ）自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」に読み替えるものとする。 

（２）調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。 

 ① 上記(１)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌

日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資

本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行わ

れる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価

額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。 

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結 

の日までに新株予約権を行使した（かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができ 

る株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。）、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各

募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に対しては、交付する当社普通 

株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとす 

る。  

 ② 上記(１)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日の翌日以降（基

準日がある場合は当該割当日の翌日以降）、これを適用する。 

（３）上記(１)①および②に定める場合の他、合併、会社分割等により行使価額の調整をすることが適切な事

態となった場合は、当社は合理的な範囲で行使価額について必要と認める調整を行うものとする。 

（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公

告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やか

に通知または公告するものとする。 

また、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載

につき同じ。）または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てるものとする。当該調整後付与株式数を適用する日については、上記２.(２)

①の規定を準用する。 

  調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、上記のほか、割当日後、合併、会社分割等により付与株式数の調整をすることが適切な事態となった場

合は、当社は合理的な範囲で付与株式数について必要と認める調整を行うものとする。 

さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、新株予約権者

に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、

以後速やかに通知または公告するものとする。 

３ 以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締

役会決議の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得すること

ができます。 

① 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

② 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案  

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

新規発行株式数＝ 
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数 

調整後行使価額 



(３)【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(４)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(５)【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式
総数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高 

（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金
増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 
（百万円） 

 平成19年４月１日～ 

 平成19年９月30日 
－ 173,758,428 － 26,783 － 50,482 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

ザ チェース マンハッタン 
バンク エヌエイ ロンドン 

（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET 
LONDON EC2P 2HD,ENGLAND 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 19,634 11.30 

ステート ストリート バンク
アンド トラスト カンパニー 

（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A.  

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 7,487 4.31 

ステート ストリート バンク
アンド トラスト カンパニー
505103 

（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
6,570 3.78 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 6,219 3.58 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 5,725 3.29 

ジェーピーエムシービー ユー
エスエー レジデンツ ペンシ
ョン ジャスデック レンド
385051 

（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室） 

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, 
U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

4,595 2.64 

メロン バンク エヌエー ア
ズ エージェント フォー イ
ッツ クライアント メロン 
オムニバス ユーエス ペンシ
ョン 

（常任代理人 香港上海銀行東
京支店） 

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108 
  

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号） 

4,070 2.34 

ヒーロー．アンド．カンパニー 

（常任代理人 株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行） 

C/O THE BANK OF NEW YORK 101  
BARCLAYS STREET, 22ND FLOOR WEST, 
NEW YORK, NY10286 U.S.A.  

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１
号） 

3,671 2.11 

 



 （注）１ 上記のほか、当社が所有している自己株式7,274千株があります。 

２ 以下の４社グループより大量保有報告書が提出されておりますが、当中間会計期間末現在における当該法人

名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

(１) キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーおよびその共同保有者の計５社 

22,798千株保有（平成19年４月11日現在） 

(２) モルガン・スタンレー証券株式会社およびその共同保有者の計７社 

11,577千株保有（平成19年４月30日現在） 

(３) キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーおよびその共同保有者の計５社 

22,354千株保有（平成19年６月５日現在） 

(４) アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 

7,644千株保有（平成19年８月15日現在） 

(５) キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーおよびその共同保有者の計４社 

23,265千株保有（平成19年10月９日現在） 

(６) モンドリアン・インベストメント・パートナーズ・リミテッド 

8,698千株保有（平成19年10月17日現在） 

(７) キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーおよびその共同保有者の計３社 

23,966千株保有（平成19年11月５日現在） 

(８) モルガン・スタンレー証券株式会社およびその共同保有者の計５社 

9,530千株保有（平成19年11月15日現在） 

(６)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には㈱証券保管振替機構名義の株式が2,500株含まれております。 

    また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数25個が含まれております。 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

第一生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 

（東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番
４号 日本証券代行株式会社資産管理チ
ームＤＧＡ） 

3,017 1.74 

メロン バンク トリーティー 
クライアンツ オムニバス  
  

（常任代理人 香港上海銀行東
京支店） 

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108 
  

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号） 

2,728 1.57 

計 － 63,721 36.67 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
(自己保有株式) 

 普通株式  7,274,800 
－ 

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式 

完全議決権株式（その他）  普通株式 166,442,800 1,664,428 同上 

単元未満株式  普通株式   40,828 － 同上 

発行済株式総数 173,758,428 － － 

総株主の議決権 － 1,664,428 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名
称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日東電工株式会社 
大阪府茨木市下穂積 

１丁目１番２号 
7,274,800 － 7,274,800 4.19 

計 － 7,274,800 － 7,274,800 4.19 

月別 
平成19年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 5,760 6,170 6,740 6,590 6,300 5,630 

低（円） 5,080 5,310 5,890 5,960 5,220 5,130 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表および中間財務諸表の作成方法について 

(１) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省

令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規

則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸

表規則に基づいて作成しております。 

(２) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基

づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づ

いて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表に

ついて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から

平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）

の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(１)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   72,053   73,564 75,762   

２ 受取手形及び売掛
金 

※４ 151,828   161,367 150,377   

３ たな卸資産   63,465   72,199 72,293   

４ 繰延税金資産   8,625   8,270 7,505   

５ その他   10,800   13,051 10,892   

６ 貸倒引当金   △1,637   △797 △1,528   

流動資産合計     305,135 52.7 327,656 53.1   315,303 52.2

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産           

１ 建物及び構築物   167,426   176,338 173,475   

２ 機械装置及び運
搬具 

  262,487   304,259 286,892   

３ 工具・器具及び
備品 

  32,097   34,161 33,248   

４ 土地   19,758   19,221 19,666   

５ 建設仮勘定   23,043   20,767 24,809   

６ 減価償却累計額   △272,240   △305,400 △291,348   

有形固定資産合計   232,572   40.2 249,346 40.4 246,744   40.8

(2）無形固定資産           

１ のれん    65   86 60   

２ その他   6,698   6,334 6,707   

無形固定資産合計   6,764   1.1 6,421 1.0 6,768   1.1

(3）投資その他の資産           

１ 投資有価証券 ※１ 17,800   15,709 17,320   

２ 繰延税金資産   1,438   2,670 2,191   

３ 前払年金費用   10,762   11,231 11,050   

４ その他   4,945   4,335 5,103   

５ 貸倒引当金   △351   △229 △274   

投資その他の資産
合計 

  34,596   6.0 33,717 5.5 35,391   5.9

固定資産合計     273,933 47.3 289,485 46.9   288,904 47.8

資産合計     579,069 100.0 617,142 100.0   604,208 100.0 

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛
金 

※1,4  95,784   107,102 104,417   

２ 短期借入金   21,912   19,126 24,228   

３ コマーシャル・ペ
ーパー 

  －   15,000 10,000   

４ 未払金    46,683   32,827 38,894   

５ 未払費用   17,476   18,254 18,053   

６ 未払法人税等   13,447   11,118 9,777   

７ 役員賞与引当金    272   259 498   

８ その他   5,165   2,717 3,552   

流動負債合計     200,742 34.7 206,406 33.5   209,422 34.7

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   2,415   4,749 1,806   

２ 退職給付引当金   15,989   16,129 16,102   

３ 役員退職慰労引当
金 

  779   508 852   

４ その他   9,548   7,659 8,413   

固定負債合計     28,733 4.9 29,047 4.7   27,174 4.5

負債合計     229,476 39.6 235,453 38.2   236,597 39.2

            

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本                 

１ 資本金     26,783 4.6 26,783 4.3   26,783 4.4 

２ 資本剰余金     55,964 9.7 56,051 9.1   56,023 9.3 

３ 利益剰余金     290,355 50.1 320,618 52.0   304,552 50.4 

４ 自己株式      △29,022 △5.0 △28,761 △4.7   △28,829 △4.8 

 株主資本合計     344,081 59.4 374,691 60.7   358,530 59.3 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１ その他有価証券評
価差額金 

    6,132 1.1 4,795 0.8   5,646 0.9 

２ 繰延ヘッジ損益      △441 △0.1 43 0.0   △76 △0.0 

３ 為替換算調整勘定     △1,955 △0.3 △838 △0.2   842 0.2 

評価・換算差額等合
計  

    3,736 0.7 4,001 0.6   6,411 1.1 

 Ⅲ 新株予約権     49 0.0 593 0.1   484 0.1 

 Ⅳ 少数株主持分     1,725 0.3 2,402 0.4   2,183 0.3 

 純資産合計     349,592 60.4 381,688 61.8   367,610 60.8 

負債及び純資産合計      579,069 100.0 617,142 100.0   604,208 100.0 



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     332,507 100.0 365,932 100.0   679,822 100.0 

Ⅱ 売上原価     240,494 72.3 271,879 74.3   496,361 73.0

売上総利益     92,013 27.7 94,053 25.7   183,460 27.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   55,994 16.9 59,148 16.2   114,423 16.8

営業利益     36,018 10.8 34,904 9.5   69,037 10.2

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息   262 365 611   

２ 受取配当金    97 121 178   

３ 持分法による投資  
利益 

  － － 392   

４ 受取賃貸料    164 161 337   

５ 作業屑収入    338 492 781   

６ 補助金収入    － 311 177   

７ 雑収入   908 1,772 0.6 1,311 2,765 0.8 2,043 4,523 0.6

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息   730 954 1,651   

２ 売上割引    311 255 668   

３ 持分法による投資  
損失 

  12 82 －   

４ 為替差損    778 2,076 2,220   

５ 雑損失   832 2,665 0.8 940 4,309 1.2 1,700 6,241 0.9

経常利益     35,124 10.6 33,360 9.1   67,319 9.9

Ⅵ 特別利益         

１ 固定資産売却益 ※２ 40 38 389   

２ 投資有価証券売却益   6 276 11   

３ 保険解約返戻益   － 405 －   

４ 貸倒引当金戻入益   － 394 －   

５ その他    － 46 0.0 136 1,251 0.3 － 400 0.1

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産売却損 ※３ 40 97 456   

２ 固定資産除却損 ※４ 442 986 1,197   

３ 海外子会社年金制度
整理費用  

※５ － － 218   

４ 減損損失   － － 86   

５ 特別退職金  ※６ 295 356 582   

６ その他    － 777 0.3 142 1,583 0.4 77 2,618 0.4

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    34,393 10.3 33,028 9.0   65,100 9.6

法人税、住民税及び
事業税 

  12,494 11,557 22,330   

法人税等調整額 ※７ 465 12,959 3.8 △725 10,831 2.9 1,116 23,447 3.4

差引     21,433 22,196   41,653 

少数株主利益     253 0.1 304 0.1   452 0.1

中間（当期）純利益     21,180 6.4 21,891 6.0   41,201 6.1



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）            （単位：百万円）  

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 26,783 51,166 274,678 △34,173 318,455 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当（注）     △4,953   △4,953 

 取締役賞与（注）     △549   △549 

 中間純利益     21,180   21,180 

 自己株式の取得       △9 △9 

 自己株式の処分   4,798   5,160 9,959 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 － 4,798 15,676 5,150 25,626 

平成18年９月30日 残高 26,783 55,964 290,355 △29,022 344,081 

  評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 

純資産合計
 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日 残高 6,712 － △3,702 3,009 － 12,742 334,206

中間連結会計期間中の変動額              

 剰余金の配当（注）             △4,953

 取締役賞与（注）             △549

 中間純利益             21,180

 自己株式の取得             △9

 自己株式の処分             9,959

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額） 

△579 △441 1,747 727 49 △11,016 △10,240

中間連結会計期間中の変動額
合計 

△579 △441 1,747 727 49 △11,016 15,385

平成18年９月30日 残高 6,132 △441 △1,955 3,736 49 1,725 349,592



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）            （単位：百万円）  

  

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 26,783 56,023 304,552 △28,829 358,530 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △5,826   △5,826 

 中間純利益     21,891   21,891 

 自己株式の取得       △2 △2 

 自己株式の処分   27   70 98 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 － 27 16,065 67 16,161 

平成19年９月30日 残高 26,783 56,051 320,618 △28,761 374,691 

  評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 

純資産合計
 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日 残高 5,646 △76 842 6,411 484 2,183 367,610

中間連結会計期間中の変動額              

 剰余金の配当             △5,826

 中間純利益             21,891

 自己株式の取得             △2

 自己株式の処分             98

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額） 

△850 120 △1,680 △2,410 108 218 △2,083

中間連結会計期間中の変動額
合計 

△850 120 △1,680 △2,410 108 218 14,077

平成19年９月30日 残高 4,795 43 △838 4,001 593 2,402 381,688



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）（単位：百万円）  

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 26,783 51,166 274,678 △34,173 318,455 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当（注）     △4,953   △4,953 

 剰余金の配当     △5,824   △5,824 

 取締役賞与（注）     △549   △549 

 当期純利益     41,201   41,201 

 自己株式の取得       △16 △16 

 自己株式の処分   4,857   5,360 10,217 

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計 － 4,857 29,873 5,343 40,075 

平成19年３月31日 残高 26,783 56,023 304,552 △28,829 358,530 

  評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 

純資産合計
 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日 残高 6,712 － △3,702 3,009 － 12,742 334,206

連結会計年度中の変動額              

 剰余金の配当（注）             △4,953

 剰余金の配当             △5,824

 取締役賞与（注）             △549

 当期純利益             41,201

 自己株式の取得             △16

 自己株式の処分             10,217

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純
額） 

△1,065 △76 4,544 3,402 484 △10,558 △6,671

連結会計年度中の変動額合計 △1,065 △76 4,544 3,402 484 △10,558 33,403

平成19年３月31日 残高 5,646 △76 842 6,411 484 2,183 367,610



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

１ 税金等調整前中間（当期）純利益   34,393 33,028 65,100 

２ 減価償却費   17,913 23,167 40,169 

３ 減損損失   － － 86 

４ 退職給付引当金の増減額   △121 △154 △296 

５ 役員退職慰労引当金の増減額   △84 △343 △12 

６ 受取利息及び受取配当金   △360 △487 △790 

７ 支払利息   730 954 1,651 

８ 為替差損益    △0 － △0 

９ 持分法による投資損益   12 82 △392 

10 固定資産除売却損益   441 1,045 1,264 

11 売上債権の増減額   △8,479 △11,727 △5,401 

12 たな卸資産の増減額   △3,536 △69 △11,613 

13 未収入金の増減額   489 △537 △308 

14 仕入債務の増減額   3,062 3,346 9,849 

15 未払費用の増減額    △731 481 △618 

16 役員賞与の支払額   △582 － △582 

17 その他の増減額   1,955 △335 2,397 

小計   45,104 48,451 100,505 

18 利息及び配当金の受取額   368 469 755 

19 利息の支払額   △542 △1,194 △1,104 

20 法人税等の支払額及び還付額   △23,403 △10,514 △37,124 

営業活動によるキャッシュ・フロー   21,527 37,211 63,032 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

１ 定期預金の増減額   627 313 △218 

２ 固定資産の取得による支出   △32,844 △37,264 △77,716 

３ 固定資産の売却による収入   175 407 1,308 

４ 投資有価証券の取得による支出   △37 △160 △112 

５ 投資有価証券の売却による収入   8 600 18 

６ 関係会社株式の取得による支出   △6 △219 △613 

７ 関係会社株式の売却による収入   － 153 99 

８ 貸付けによる支出   △35 △111 △80 

９ 貸付金の回収による収入   26 125 29 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △32,085 △36,154 △77,285 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

１ 短期借入金の増減額   712 △2,338 2,555 

２ コマーシャル・ペーパーの増減額   － 5,000 10,000 

３ 長期借入による収入   － 3,620 － 

４ 長期借入金の返済による支出   △733 △3,358 △1,386 

５ 自己株式の増減額   567 69 819 

６ 配当金の支払額   △4,953 △5,826 △10,777 

７ 少数株主への配当金の支払額   △330 △68 △330 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △4,737 △2,902 879 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   323 △58 1,240 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   △14,971 △1,903 △12,132 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   86,684 74,551 86,684 

Ⅶ 連結範囲変更による現金及び現金同等
物増減額 

  － 31 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

  71,712 72,678 74,551 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

① 連結子会社および非連結子会

社の数 

１ 連結の範囲に関する事項 

① 連結子会社および非連結子会

社の数 

１ 連結の範囲に関する事項 

① 連結子会社および非連結子会社

の数 

連結子会社 109社

非連結子会社 6社

合計 115社

連結子会社 106社

非連結子会社 4社

合計 110社

連結子会社 112社

非連結子会社 5社

合計 117社

新規連結子会社 

・会社設立によるもの 

NITTO DENKO (FOSHAN) CO.,

LTD. 他2社 

新規連結子会社 

・非連結子会社からの異動 

KOREA NITTO DENKO CO., 

LTD. 

新規連結子会社 

・会社設立によるもの 

SHENZHEN NITTO OPTICAL 

CO.,LTD. 他5社 

消滅連結子会社 

・関係会社間の会社統合によ

るもの 

日東マシナリー㈱  

消滅連結子会社 

・当社との会社統合によるも

の 

共信㈱ 

日東電工マテックス㈱  

・清算・売却等によるもの 

KYOSHIN ELECTORONICS

(SHANGHAI)CO.,LTD.他4社 

消滅連結子会社 

・関係会社間の会社統合による

もの 

日東マシナリー㈱ 

新規非連結子会社 

─ 

新規非連結子会社 

─ 

新規非連結子会社 

─ 

  

消滅非連結子会社  －社  消滅非連結子会社  1社  消滅非連結子会社  1社 

② 主要な連結子会社 

日昌㈱ 

日東電工マテックス㈱ 

共信㈱ 

TAIWAN NITTO OPTICAL 

CO.,LTD. 

KOREA NITTO OPTICAL 

CO.,LTD. 

② 主要な連結子会社 

日昌㈱ 

TAIWAN NITTO OPTICAL 

CO.,LTD. 

KOREA NITTO OPTICAL 

CO.,LTD. 

NITTO EUROPE NV 

② 主要な連結子会社 

日昌㈱  

日東電工マテックス㈱ 

共信㈱ 

TAIWAN NITTO OPTICAL 

CO.,LTD. 

KOREA NITTO OPTICAL 

CO.,LTD. 

③ 主要な非連結子会社 

KOREA NITTO DENKO CO., 

LTD. 

③ 主要な非連結子会社 

NITTO DENKO TECHNICAL COR

PORATION 

③ 主要な非連結子会社 

KOREA NITTO DENKO CO., 

LTD. 

④ 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資

産、売上高・中間純損益およ

び利益剰余金（持分に見合う

額）等はいずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼさ

ないため、連結の範囲から除

外しました。 

④ 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

同左 

④ 非連結子会社について連結の範

囲から除いた理由 

非連結子会社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益および利益

剰余金（持分に見合う額）等は

いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼさないため、連結の

範囲から除外しました。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２ 持分法の適用に関する事項 

非連結子会社および関連会社に

対する投資については、すべて

持分法を適用しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

非連結子会社および関連会社に対

する投資については、すべて持分

法を適用しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

非連結子会社に対する投資につ

いては、すべて持分法を適用し

ております。 

① 持分法の適用会社数 ① 持分法の適用会社数 ① 持分法の適用会社数 

非連結子会社 6社

関連会社 1社

合計 7社

非連結子会社 4社

関連会社 1社

合計 5社

   

新規関連会社   

 ・会社設立によるもの  

 Kathyd Technology, LLC

消滅非連結子会社 

・連結子会社へ異動 

 KOREA NITTO DENKO CO.,

 LTD. 

非連結子会社 5社

   

消滅非連結子会社 1社

 ・清算によるもの  

   ㈱共信ビル  

消滅関連会社 1社

  ・売却によるもの  

 PHILIPPINE ADVANCED

 PROCESSING 

 TECHNOLOGY,INC. 

② 主要な持分法適用会社 

KOREA NITTO DENKO CO., 

LTD.（非連結子会社） 

② 主要な持分法適用会社 

NITTO DENKO TECHNICAL CORP

ORATION（非連結子会社） 

② 主要な持分法適用会社 

      KOREA NITTO DENKO CO., 

LTD.（非連結子会社） 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日は、

SHANGHAI NITTO OPTICAL 

CO.,LTD.他21社を除き、すべて

中間連結決算日と同一でありま

す。 

上記22社の中間決算日は６月30

日でありますが、中間連結決算

日（９月30日）において仮決算

を実施した上で連結しておりま

す。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

連結子会社の中間決算日は、

SHANGHAI NITTO OPTICAL 

CO.,LTD.他20社を除き、すべて中

間連結決算日と同一であります。 

上記21社の中間決算日は６月30日

でありますが、中間連結決算日

（９月30日）において仮決算を実

施した上で連結しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社の決算日は、

SHANGHAI NITTO OPTICAL  

CO.,LTD.他21社を除き、すべて

連結決算日と同一であります。  

上記22社の決算日は12月31日で

ありますが、連結決算日（３月

31日）において仮決算を実施し

た上で連結しております。  

４ 会計処理基準に関する事項 

① 重要な資産の評価基準および 

評価方法 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定してお

ります） 

４ 会計処理基準に関する事項 

① 重要な資産の評価基準および評

価方法 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

① 重要な資産の評価基準および

評価方法 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定しておりま

す） 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

デリバティブ 

同左 

たな卸資産 

主として総平均法による低

価法によっております。 

たな卸資産 

同左 

たな卸資産 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

② 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

主として定率法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物 ２～60年

機械装置及び 

運搬具 
２～17年

② 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

同左 

 （追加情報） 

 平成19年度の法人税法の改正

を契機に、一部の設備につき経

済的耐用年数の見直しを行った

結果、当中間連結会計期間より

耐用年数を従来の7年から5年に

短縮しております。この結果、

従来と同一の耐用年数によった

場合と比較し、営業利益、経常

利益および税金等調整前中間純

利益はそれぞれ1,170百万円少

なく計上されております。 

   なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。  

また、当中間連結会計期間よ

り、取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却しております。こ

の変更による影響は軽微であり

ます。 

  

② 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

主として定率法 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物及び構築物 ２～60年

機械装置及び 

運搬具 
２～17年

無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用ソフトウェア

については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

③ 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

金銭債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別の回収

可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

③ 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

③ 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  役員賞与引当金  

 当社および国内連結子会社

は役員賞与の支出に備える

ため、当連結会計年度にお

ける支給見込額の当中間連

結会計期間負担額を計上し

ております。 

 （会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用

しております。 

これにより営業利益、経常

利益および税金等調整前中

間純利益は、それぞれ272百

万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記

載しております。  

  役員賞与引当金  

 当社および国内連結子会社

は役員賞与の支出に備える

ため、当連結会計年度にお

ける支給見込額の当中間連

結会計期間負担額を計上し

ております。 

  役員賞与引当金  

 当社および国内連結子会社は

役員賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度における

支給見込額を計上しておりま

す。 

 （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）を適用してお

ります。 

 これにより営業利益、経常

利益および税金等調整前当期

純利益は、それぞれ498百万

円減少しております。 

なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載し

ております。   

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務および

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。 

過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（12

年）による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（12年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費

用処理することとしており

ます。 

退職給付引当金 

同左 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（12年）に

よる定額法により費用処理し

ております。 

数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（12

年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理して

おります。 

役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に

備えるため、国内連結子会

社は、内規に基づく中間期

末要支出見込額を計上して

おります。 

役員退職慰労引当金 

同左 

役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備

えるため、国内連結子会社

は、内規に基づく期末要支給

見込額を計上しております。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

④ 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。 

なお、在外子会社等の資産お

よび負債は、中間連結決算日

の直物為替相場により円貨に

換算し、収益および費用は、

期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定お

よび少数株主持分に含めてお

ります。  

④ 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

同左 

④ 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。  

なお、在外子会社等の資産およ

び負債は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収

益および費用は、期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算

調整勘定および少数株主持分に

含めております。  

⑤ 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

⑤ 重要なリース取引の処理方法 

同左 

⑤ 重要なリース取引の処理方法 

同左 

⑥ 重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

予定取引に係る為替予約に

関して、繰延ヘッジ処理を

採用しております。 

⑥ 重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

予定取引に係る為替予約に

関して、繰延ヘッジ処理を

採用しております。通貨ス

ワップについては、振当処

理の要件を満たす場合は振

当処理を行っております。

金利スワップについては、

特例処理の要件を満たす場

合は特例処理を行っており

ます。 

⑥ 重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

同左 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約 

・ヘッジ手段 

為替予約、通貨スワップ、

金利スワップ 

・ヘッジ手段 

同左 

・ヘッジ対象 

製品輸出による外貨建売上

債権 

設備等の輸入に伴う外貨建

債務 

・ヘッジ対象 

外貨建債権債務等 

・ヘッジ対象 

同左 

ハ ヘッジ方針 

為替相場変動により外貨建

債権および債務の額が変動

するリスクをヘッジするた

めに為替予約を行っており

ます。 

ハ ヘッジ方針 

為替変動リスクおよび金利

変動リスクの回避を目的と

しております。 

ハ ヘッジ方針 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ――― 

  

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の

累計とヘッジ手段の相場変

動又はキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、その

変動額の比率によって有効

性を評価しております。た

だし、特例処理によってい

る金利スワップについて

は、有効性の評価を省略し

ております。  

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

⑦ その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会

計処理は税抜方式によってお

ります。 

⑦ その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

⑦ その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な

預金、取得日から３ヶ月以内に

満期の到来する定期預金および

容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短

期投資からなります。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）および「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は348,259百万円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間より、「企業

結合に係る会計基準」（平成15年10

月31日）および「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準第7号 

平成17年12月27日）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号 平成17年12月27

日）を適用しております。 

（ストック・オプション等に関する会

計基準）  

当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号 平成17年12月

27日）および「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号 平成18年

５月31日）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益およ

び税金等調整前中間純利益は、それぞ

れ49百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。  

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は365,018百万円でありま

す。 

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

 （企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度より、「企業結合

に係る会計基準」（平成15年10月31

日）および「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準第7号 平成

17年12月27日）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 終改正 平成18年12

月22日）を適用しております。 

（ストック・オプション等に関する

会計基準）  

当連結会計年度より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号 平成17年12月27

日）および「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号 終改正 

平成18年５月31日）を適用しておりま

す。 

 これにより営業利益、経常利益およ

び税金等調整前当期純利益は、それぞ

れ484百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。  



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、「営業権」として掲記

されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」

と表示しております。 

――― 

 （中間連結損益計算書） 

 「作業屑収入」は、前中間連結会計期間まで営業外収益

の「雑収入」に含めて表示していましたが、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「作業屑収入」の

金額は152百万円であります。 

 （中間連結損益計算書） 

 「補助金収入」は、前中間連結会計期間まで営業外収益

の「雑収入」に含めて表示していましたが、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「補助金収入」の

金額は67百万円であります。 

 ――― 

  

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 「為替差損益」は、前中間連結会計期間まで区分掲記

しておりましたが、重要性が乏しくなったため、営業活

動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しております。なお、当中間連結会計期間における「為

替差損益」の金額は△0百万円であります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

※１ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

※１ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

投資有価証券 61百万円

   

投資有価証券   28百万円

   

投資有価証券   61百万円

   

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

支払手形及び 

買掛金 
35百万円

   

支払手形及び 

買掛金 
  7百万円

   

支払手形及び 

買掛金 
  13百万円

   

 ２ 保証債務 

従業員の銀行借入金に対し、

債務保証を行っております。 

  ２ 保証債務 

従業員の銀行借入金に対し、

債務保証を行っております。 

 ２ 保証債務 

従業員の銀行借入金に対し、

債務保証を行っております。 

従業員 

(住宅資金借

入) 

33百万円

   

従業員 

(住宅資金借

入) 

23百万円

   

従業員 

(住宅資金借

入) 

  27百万円

   

 ３ 受取手形割引高 90百万円

受取手形裏書譲

渡高 
656百万円

 ３ 受取手形裏書譲

渡高 

749百万円

   

 ３ 受取手形裏書譲

渡高 

657百万円

   

※４ 中間連結会計期間末日満期手形 

当中間連結会計期間の末日

は、金融機関の休業日であり

ますが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しており

ます。中間連結会計期間末残

高から除かれている中間連結

期末日満期手形は次のとおり

であります。 

受取手形 1,651百万円 

支払手形   334百万円 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形

当中間連結会計期間の末日

は、金融機関の休業日であり

ますが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しており

ます。中間連結会計期間末残

高から除かれている中間連結

期末日満期手形は次のとおり

であります。 

受取手形 1,191百万円 

支払手形      248百万円 

※４ 連結会計年度末日満期手形 

当連結会計年度の末日は、金

融機関の休業日であります

が、満期日に決済が行われた

ものとして処理しておりま

す。連結会計年度末残高から

除かれている連結期末日満期

手形は次のとおりでありま

す。 

受取手形 1,513百万円 

支払手形      311百万円 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要なものは次のとおりであ

ります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要なものは次のとおりであ

ります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要なものは次のとおりであ

ります。 

支払運賃 8,110百万円

広告宣伝費・販

売手数料 
1,248 

人件費 22,929 

役員賞与引当金

繰入額 
272 

退職給付引当金

繰入額 
1,177 

役員退職慰労引

当金繰入額 
89 

旅費交通費 2,604 

減価償却費 3,103 

賃借料 1,639 

諸手数料 2,974百万円

支払運賃 8,534 

減価償却費 3,376 

人件費 23,699 

退職給付引当金

繰入額 
1,370 

役員退職慰労引

当金繰入額 
56 

役員賞与引当金

繰入額 
275 

諸手数料  6,134百万円

支払運賃 16,682 

減価償却費 6,725 

人件費 46,778 

退職給付引当金

繰入額 
2,351 

役員退職慰労引

当金繰入額 
159 

役員賞与引当金

繰入額 
498 

※２ 固定資産売却益の主なものは

機械装置及び運搬具、工具・

器具及び備品の売却によるも

のであります。 

※２ 固定資産売却益の主なものは

土地の売却によるものであり

ます。 

※２ 固定資産売却益の主なものは

土地、建物及び構築物、機械

装置及び運搬具の売却による

ものであります。 

※３ 固定資産売却損の主なものは

機械装置及び運搬具の売却に

よるものであります。 

※３ 固定資産売却損の主なものは

建物及び構築物、機械装置及

び運搬具の売却によるもので

あります。 

※３ 固定資産売却損の主なものは

土地の売却によるものであり

ます。 

※４ 固定資産除却損の主なものは

機械装置及び運搬具、建物及

び構築物、工具・器具及び備

品の除却によるものでありま

す。 

※４     同左 ※４     同左 

――― ――― ※５ 一部の米国子会社において、

年金制度の見直しを行ったこ

とによるものであります。 

※６ 特別退職金は、関係会社間の

転籍に伴う割増退職金等であ

ります。 

※６     同左 ※６     同左 

※７ 法人税等調整額 

中間連結会計期間に係る納付

税額および法人税等調整額

は、当期において予定してい

る特別償却準備金等の取崩等

を前提として、当中間連結会

計期間に係る金額を計算して

おります。 

――― ――― 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項 

  

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

  

  

 ３．配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

 (２) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式        

   普通株式  173,758 － － 173,758 

 自己株式         

   普通株式 （注）１、２ 8,645 1 1,305 7,341 

 （注）１ 普通株式の自己株式の増加の内訳   

   単元未満株式の買取りによる増加 1千株

２ 普通株式の自己株式の減少の内訳   

   株式交換による自己株式の移転 1,205千株

  ストック・オプションの行使による自己株式の交付 99千株

区分 内訳 目的となる株式の種類 
当中間連結会計 

期間末残高（百万円） 

 提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 － 49 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 4,953 30  平成18年３月31日  平成18年６月26日

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年10月27日 

取締役会 
普通株式 5,824 利益剰余金 35  平成18年９月30日  平成18年11月29日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項 

  

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

  

  

 ３．配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

 (２) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式        

   普通株式  173,758 － － 173,758 

 自己株式         

  普通株式 （注）１、２ 7,292 0 17 7,274 

 （注）１ 普通株式の自己株式の増加の内訳   

   単元未満株式の買取りによる増加 0千株

２ 普通株式の自己株式の減少の内訳   

  ストック・オプションの行使による自己株式の交付 17千株

単元未満株式の売渡しによる減少 0千株

区分 内訳 目的となる株式の種類 
当中間連結会計 

期間末残高（百万円） 

 提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 － 593 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月22日 

定時株主総会 
普通株式 5,826 35  平成19年３月31日  平成19年６月25日

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年10月30日 

取締役会 
普通株式 6,659 利益剰余金 40  平成19年９月30日  平成19年11月29日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項 

  

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

  

  

 ３．配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

 (２) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当連結会計年度増加

株式数（千株） 

当連結会計年度減少

株式数（千株） 

当連結会計年度末 

株式数（千株） 

 発行済株式        

   普通株式  173,758 － － 173,758 

 自己株式         

   普通株式 （注）１、２ 8,645 2 1,355 7,292 

 （注）１ 普通株式の自己株式の増加の内訳   

   単元未満株式の買取りによる増加 2千株

２ 普通株式の自己株式の減少の内訳   

   株式交換による自己株式の移転 1,205千株

  ストック・オプションの行使による自己株式の交付 150千株

  単元未満株式の売渡しによる減少 0千株

区分 内訳 目的となる株式の種類 
当連結会計年度末残高

（百万円） 

 提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 － 484 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 4,953 30  平成18年３月31日  平成18年６月26日

平成18年10月27日 

取締役会 
普通株式 5,824 35  平成18年９月30日  平成18年11月29日

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月22日 

定時株主総会 
普通株式 5,826  利益剰余金 35 平成19年３月31日 平成19年６月25日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在）

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成19年９月30日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 72,053百万円

預入期間が３ケ月を

超える定期預金 
△340 

現金及び現金同等物 71,712 

現金及び預金勘定   73,564百万円

預入期間が３ケ月を

超える定期預金 
△885 

現金及び現金同等物 72,678 

現金及び預金勘定   75,762百万円

預入期間が３ケ月を

超える定期預金 
△1,211 

現金及び現金同等物 74,551 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(１) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(１) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(１) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

建物及び
構築物 

18 15 2 

機械装置
及び運搬
具 

670 318 351 

工具・器
具及び備
品 

382 247 135 

その他 166 145 20 

合計 1,237 726 510 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

建物及び
構築物 

451 100 351

機械装置
及び運搬
具 

658 419 238

工具・器
具及び備
品 

221 143 78

その他 18 14 3

合計 1,350 677 672

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

建物及び
構築物 

7 5 2

機械装置
及び運搬
具 

687 379 308

工具・器
具及び備
品 

263 164 99

その他 111 105 6

合計 1,071 655 415

(２) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

(２) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

(２) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 223百万円

１年超 306 

計 530 

１年以内    191百万円

１年超 502 

計 694 

１年以内    192百万円

１年超 238 

計 431 

(３) 支払リース料、減価償却費相

当額および支払利息相当額 

(３) 支払リース料、減価償却費相

当額および支払利息相当額 

(３) 支払リース料、減価償却費相

当額および支払利息相当額 

支払リース料 146百万円

減価償却費相当額 134百万円

支払利息相当額 8百万円

支払リース料  124百万円

減価償却費相当額  115百万円

支払利息相当額 8百万円

支払リース料  282百万円

減価償却費相当額  258百万円

支払利息相当額   16百万円

(４) 減価償却費相当額および利息

相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方

法 

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(４) 減価償却費相当額および利息

相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

(４) 減価償却費相当額および利息

相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

・支払利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。 

・支払利息相当額の算定方法 

同左 

・支払利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間）（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容および中間連結貸借対照表計上額 

（当中間連結会計期間）（平成19年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容および中間連結貸借対照表計上額 

  
取得原価 
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額 
（百万円） 

(１) 株式 3,337 13,530 10,192 

(２) 債券       

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 172 240 67 

(３) その他 － － － 

合計 3,510 13,770 10,260 

  
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

(１) その他有価証券   

非上場株式 172 

優先出資証券 2,000 

投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資 138 

合計 2,311 

  
取得原価 
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額 
（百万円） 

(１) 株式 3,261 11,276 8,014 

(２) 債券       

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(３) その他 － － － 

合計 3,261 11,276 8,014 

  
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

(１) その他有価証券   

非上場株式 175 

優先出資証券 2,000 

投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資 287 

合計 2,463 



（前連結会計年度） 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成19年３月31日） 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

売却損益の合計額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額（平成19年３月31日） 

４ その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成19年３月31日

現在） 

記載対象はありません。 

次へ 

  種類 
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

(１) 株式 3,300 12,691 9,391 

(２) 債券       

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 172 244 71 

(３) その他 － － － 

小計 3,473 12,936 9,462 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

(１) 株式 69 50 △18 

(２) 債券       

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(３) その他 － － － 

小計 69 50 △18 

合計 3,542 12,986 9,444 

  
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

(１) その他有価証券   

非上場株式 180 

優先出資証券 2,000 

投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資 164 

合計 2,345 



（デリバティブ取引関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成18年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益 

通貨関連 

 （注）１．ヘッジ会計が適用されている為替予約取引については、記載対象から除いております。 

２．時価の算定方法は、先物為替相場、契約締結先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

（当中間連結会計期間末）（平成19年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益 

通貨関連 

 （注）１．ヘッジ会計が適用されている為替予約取引、通貨スワップ取引、金利スワップ取引については、記載対象か

ら除いております。 

２．時価の算定方法は、先物為替相場、契約締結先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

区分 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以外

の取引 

為替予約取引         

売建         

（米ドル） 25,759 － 26,833 △1,074 

（台湾ドル）  5,938 － 6,003 △64 

買建         

（日本円） 2,120 － 2,132 12 

（米ドル） 149 － 150 0 

（ユーロ）  55 － 55 0 

合計 － － － △1,126 

区分 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以外

の取引 

為替予約取引         

売建         

（日本円） 70 － 68 1 

（米ドル） 22,600 － 22,324 275 

（ユーロ） 36 － 37 △1 

（台湾ドル）  19,689 － 19,403 286 

買建         

（日本円） 1,749 － 1,758 8 

（米ドル） 127 － 127 △0 

合計 － － － 571 



（前連結会計年度末）（平成19年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益 

通貨関連 

 （注）１．ヘッジ会計が適用されている為替予約取引、通貨スワップ取引、金利スワップ取引については、記載対象か

ら除いております。 

２．時価の算定方法は、先物為替相場、契約締結先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

区分 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以外

の取引 

為替予約取引         

売建         

（米ドル） 10,526 － 10,742 △215 

（台湾ドル）  15,362 － 15,155 206 

買建         

（日本円） 1,645 － 1,652 6 

（米ドル）  93 － 92 △1 

（ユーロ） 16 － 17 1 

合計 － － － △3 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額および科目名 

  販売費及び一般管理費   49百万円 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

（注１）付与日から権利確定日までの間に取締役、執行役員の地位を喪失した場合、付与対象者はストック・オプ

ションの一部又は全部を放棄する条件となっております。 

（注２）権利行使期間内において、原則として当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執

行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、ストック・オプションを行使できます。 

（注３）株式数に換算して記載しております。 

  
平成18年 
株式報酬型 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人数（名） 当社取締役および執行役員18 

ストック・オプション数（株）（注３）  普通株式  26,500 

付与日  平成18年７月10日 

権利確定条件 

 付与日（平成18年７月10日）以降、権利確定日（平成

19年６月１日）まで継続して取締役、執行役員の地位

にあること（注１） 

対象勤務期間 平成18年７月10日～平成19年６月１日 

権利行使期間 平成18年７月11日～平成48年７月10日（注２） 

権利行使価格（円） 1 

付与日における公正な評価単価（円） 7,429 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額および科目名 

  販売費及び一般管理費   134百万円 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

（注１）付与日から権利確定日までの間に取締役・執行役員の地位を喪失した場合、付与対象者はストック・オプ

ションの一部又は全部を失効する条件となっております。 

（注２）権利行使期間内において、原則として当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執

行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、ストック・オプションを行使できます。  

（注３）付与日から権利確定日までの間に当社または当社の子会社の取締役、執行役員、フェロー、監査役、顧問

等または従業員の地位を喪失した場合、付与対象者はストック・オプションの一部又は全部を放棄する条

件となっております。 

（注４）株式数に換算して記載しております。 

  
平成19年 
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成19年 
一般型 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人数（名） 
当社取締役および執行役員

23 

当社取締役および執行役員

24、当社フェローおよび従

業員91、子会社の取締役27 

ストック・オプション数（株）（注４）  普通株式  33,300  普通株式  367,300 

付与日  平成19年７月30日  平成19年９月14日 

権利確定条件 

 付与日（平成19年7月30日）

以降、権利確定日（平成20

年６月１日）まで継続して

取締役、執行役員の地位に

あること（注１） 

 付与日（平成19年９月14

日）以降、権利確定日（平

成19年12月31日）まで継続

して当社または当社の子会

社の取締役、執行役員、フ

ェロー、監査役、顧問等ま

たは従業員の地位にあるこ

と（注３） 

対象勤務期間 
 平成19年７月30日～ 

平成20年６月１日 

 平成19年９月14日～ 

平成19年12月31日 

権利行使期間 
 平成19年７月31日～ 

平成49年７月30日（注２）

 平成20年１月１日～ 

平成22年12月31日 

権利行使価格（円） 1 5,948 

付与日における公正な評価単価（円） 6,179 640 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額および科目名 

  販売費及び一般管理費   484百万円 

２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

  
平成15年 
一般型 

ストック・オプション 

平成16年
一般型 

ストック・オプション 

平成16年 
株式報酬型 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人

数（名） 

当社取締役および執行役員

17、当社フェローおよび従 

業員90、子会社の取締役９ 

当社取締役および執行役員

20、当社フェローおよび従 

業員90、子会社の取締役８ 

当社取締役および執行役員

18 

ストック・オプション数

（株）（注４） 
 普通株式  326,200  普通株式  341,000  普通株式  40,500 

付与日  平成15年９月５日  平成16年８月５日  平成16年６月24日 

権利確定条件 

 付与日（平成15年９月５

日）以降、権利確定日（平

成15年12月31日）まで継続

して当社または子会社の取

締役・執行役員、監査役、

相談役、顧問等または従業

員の地位にあること（注

１） 

 付与日（平成16年８月５

日）以降、権利確定日（平

成16年12月31日）まで継続

して当社または子会社の取

締役・執行役員、フェロ

ー、監査役、顧問等または

従業員の地位にあること

（注１） 

 付与日（平成16年６月24

日）以降、権利確定日（平

成17年６月１日）まで継続

して取締役または執行役員

の地位にあること（注２） 

対象勤務期間 
 平成15年９月５日～ 

平成15年12月31日 

 平成16年８月５日～ 

平成16年12月31日 

 平成16年６月24日～ 

平成17年６月１日 

権利行使期間 
 平成16年１月１日～ 

平成18年12月31日 

 平成17年１月１日～ 

平成19年12月31日 

 平成16年６月25日～ 

平成36年６月24日（注３）

権利行使価格（円） 5,177 5,410 1 

付与日における公正な評価

単価（円） 
－ － － 



  
平成17年 
一般型 

ストック・オプション 

平成17年 
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成18年 
株式報酬型 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人

数（名） 

当社取締役および執行役員

20、当社フェローおよび従 

業員87、子会社の取締役50 

当社取締役および執行役員

18 

当社取締役および執行役員

18 

ストック・オプション数

（株）（注４） 
 普通株式  387,000  普通株式  37,100  普通株式  26,500 

付与日  平成17年８月８日  平成17年６月24日  平成18年７月10日 

権利確定条件 

 付与日（平成17年８月８

日）以降、権利確定日（平

成17年12月31日）まで継続

して当社または子会社の取

締役・執行役員、フェロ

ー、監査役、顧問等または

従業員の地位にあること

（注１） 

 付与日（平成17年６月24

日）以降、権利確定日（平

成18年６月１日）まで継続

して取締役または執行役員

の地位にあること（注２） 

 付与日（平成18年７月10

日）以降、権利確定日（平

成19年６月１日）まで継続

して取締役または執行役員

の地位にあること（注２） 

対象勤務期間 
 平成17年８月８日～ 

平成17年12月31日 

 平成17年６月24日～ 

平成18年６月１日 

 平成18年７月10日～ 

平成19年６月１日 

権利行使期間 
 平成18年１月１日～ 

平成20年12月31日 

 平成17年６月25日～ 

平成37年６月24日（注３）

 平成18年７月11日～ 

平成48年７月10日（注３）

権利行使価格（円） 6,634 1 1 

付与日における公正な評価

単価（円） 
－ － 7,429 



（注１）付与日から権利確定日までの間に当社または当社の子会社の取締役、執行役員、フェロー、監査役、顧問等

または従業員の地位を喪失した場合、付与対象者はストック・オプションの一部又は全部を放棄する条件とな

っております。 

（注２）付与日から権利確定日までの間に取締役・執行役員の地位を喪失した場合、付与対象者はストック・オプシ

ョンの一部又は全部を失効する条件となっております。 

（注３）権利行使期間内において、原則として当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行

役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、ストック・オプションを行使できます。 

（注４）株式数に換算して記載しております。 

  
平成18年 
一般型 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人

数（名） 

当社取締役および執行役員

19、当社フェローおよび従 

業員87、子会社の取締役39 

ストック・オプション数

（株）（注４） 
 普通株式  356,900 

付与日  平成18年11月２日 

権利確定条件 

 付与日（平成18年11月２

日）以降、権利確定日（平

成18年12月31日）まで継続

して当社または当社の子会

社の取締役・執行役員、フ

ェロー、監査役、顧問等ま

たは従業員の地位にあるこ

と（注１） 

対象勤務期間 
 平成18年11月２日～ 

平成18年12月31日 

権利行使期間 
 平成19年１月１日～ 

平成21年12月31日 

権利行使価格（円） 7,050 

付与日における公正な評価

単価（円） 
944 



（企業結合等関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （共信株式会社の完全子会社化） 

 当社は、平成18年６月23日開催

の取締役会において、共信株式会

社を完全子会社とするため株式交

換を行うことを決議し、同日付で

株式交換契約書を締結いたしまし

た。 

(１) 結合企業の名称、事業の内

容、取引の概要 

 ① 名称 共信株式会社  

② 事業の内容  

工業用材料、電子材料、機能材

料の販売 

③ 株式交換の目的 

当社は、資本関係を強固なもの

とすることでグループ連結経営

を強化しつつ、グローバリゼー

ションの進展とともに今後更に

機動性と柔軟性を確保するため

に、共信株式会社を完全子会社

化するものです。  

④ 株式交換の内容  

当社が共信株式会社の完全親会

社となり、共信株式会社が当社

の完全子会社となるため、平成

18年９月１日をもって、共信株

式会社の株主（当社を除く）の

保有する同社株式が当社に移転

するとともに、共信株式会社の

株主（当社を除く）は当社が所

有する自己の普通株式の割当を

受け、当社の株主となりまし

た。  

⑤ 株式交換比率 

株式の交換比率は共信株式会社

の普通株式１株に対して当社の

普通株式0.31株であります。な

お、新株の発行に代えて、当社

の保有する自己株式1,205,900

株（評価額4,766百万円）を移

転いたしました。  

 （連結子会社との合併） 

 当社は、平成19年４月27日開催

の取締役会において、完全子会社

である共信株式会社および日東電

工マテックス株式会社を平成19年

７月１日を効力発生日として吸収

合併することを決議し、同日付を

もってそれぞれ合併契約を締結い

たしました。 

 (１) 結合企業の名称、事業の内

容、取引の概要 

 ① 名称 

共信株式会社 

日東電工マテックス株式会社  

 ② 事業の内容 

 ２社とも工業用材料、電子材

料、機能材料の販売 

③ 合併の目的 

当社グループは、市場のグロー

バル化に対応し当社固有の基幹

技術に立脚したソリューション

を提供できる体制を構築するた

め、当社グループ内で扱ってい

る事業をシンプルな構造に再編

し、さらなるグループ一体とな

った競争力向上を目指すもので

す。 

④ 合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併

（簡易合併）方式とし、共信株

式会社および日東電工マテック

ス株式会社は消滅会社となりま

した。 

⑤ 合併比率および合併交付金 

共信株式会社および日東電工マ

テックス株式会社は当社の完全

子会社であるため、本合併によ

る新株式の発行、資本金の増加

および合併交付金の支払いはあ

りません。 

⑥ 会社財産の引継 

当社は合併期日において資産、

負債および権利義務の一切を引

き継いでおります。 

（資産合計）  26,261百万円  

（負債合計）    1,727百万円 

⑦ 吸収合併存続会社の概要 

合併による資本金・事業の内容

等に変更はありません。 

 （共信株式会社の完全子会社化） 

 当社は、平成18年６月23日開催

の取締役会において、共信株式会

社を完全子会社とするため株式交

換を行うことを決議し、同日付で

株式交換契約書を締結いたしまし

た。 

(１) 結合企業の名称、事業の内

容、取引の概要 

 ① 名称 共信株式会社  

② 事業の内容  

工業用材料、電子材料、機能材

料の販売 

③ 株式交換の目的 

当社は、資本関係を強固なもの

とすることでグループ連結経営

を強化しつつ、グローバリゼー

ションの進展とともに今後更に

機動性と柔軟性を確保するため

に、共信株式会社を完全子会社

化するものです。  

④ 株式交換の内容  

当社が共信株式会社の完全親会

社となり、共信株式会社が当社

の完全子会社となるため、平成

18年９月１日をもって、共信株

式会社の株主（当社を除く）の

保有する同社株式が当社に移転

するとともに、共信株式会社の

株主（当社を除く）は当社が所

有する自己の普通株式の割当を

受け、当社の株主となりまし

た。  

⑤ 株式交換比率 

株式の交換比率は共信株式会社

の普通株式１株に対して当社の

普通株式0.31株であります。な

お、新株の発行に代えて、当社

の保有する自己株式1,205,900

株（評価額4,766百万円）を移

転いたしました。  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (２) 会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準

三 ４ 共通支配下の取引等の会計

処理 (2)少数株主との取引」に規

定する会計処理を実施しました。  

  (２) 会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準

三 ４ 共通支配下の取引等の会計

処理 (1)共通支配下の取引」に規

定する会計処理を実施しました。 

  (２) 会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準

三 ４ 共通支配下の取引等の会計

処理 (2)少数株主との取引」に規

定する会計処理を実施しました。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）        （単位：百万円） 

 （注）１ 事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、当社製品の市場における用途に応じて、工業用材料、電子材料および機能材料に

区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

３ 会計方針の変更  

(１)「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「工業用材料」の営業費用は151百万円、「電子材  

料」の営業費用は94百万円、「機能材料」の営業費用は26百万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少し

ております。 

(２)「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

り 、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「工業用材料」の営業費用は12百万円、「電子材

料」の営業費用は29百万円、「機能材料」の営業費用は6百万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少して

おります。 

  

  工業用材料 電子材料 機能材料 計 
消去 

又は全社 
連結 

売上高             

(１) 外部顧客に対する売上高 134,376 172,158 25,971 332,507 － 332,507 

(２) セグメント間の内部売上 

 高又は振替高 
－ 16 265 282 (282) － 

計 134,376 172,175 26,237 332,790 (282) 332,507 

営業費用 121,173 153,830 21,767 296,771 (282) 296,488 

営業利益 13,203 18,345 4,469 36,018 － 36,018 

事業区分 主要製品 

工業用材料 接合材料、表面保護材料、シーリング材料、包装材料・機器 

電子材料 液晶表示関連材料、プリント回路材料、電子プロセス材料、半導体関連材料 

機能材料 医療関連材料、高分子分離膜、ふっ素樹脂製品 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）        （単位：百万円） 

 （注）１ 事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、当社製品の市場における用途に応じて、工業用材料、電子材料および機能材料に

区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 ３ 追加情報 

固定資産の減価償却方法に関しては「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の追加情報に

記載のとおりであります。この結果、従来の方法によった場合に比べて、「電子材料」の営業費用は1,170

百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  工業用材料 電子材料 機能材料 計 
消去 

又は全社 
連結 

売上高             

(１) 外部顧客に対する売上高 127,893 210,697 27,341 365,932 － 365,932 

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 44 320 364 (364)  － 

計 127,893 210,741 27,662 366,296 (364)  365,932 

営業費用 114,835 193,251 23,304 331,392 (364)  331,027 

営業利益 13,057 17,489 4,357 34,904 － 34,904 

事業区分 主要製品 

工業用材料 接合材料、表面保護材料、シーリング材料、包装材料・機器 

電子材料 液晶表示関連材料、プリント回路材料、電子プロセス材料、半導体関連材料 

機能材料 医療関連材料、高分子分離膜、ふっ素樹脂製品 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）          （単位：百万円） 

 （注）１ 事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、当社製品の市場における用途に応じて、工業用材料、電子材料および機能材料に

区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

３ 会計方針の変更 

(１)「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「工業用材料」の営業費用は293百万円、「電子材  

料」の営業費用は161百万円、「機能材料」の営業費用は44百万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少し

ております。 

(２)「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より 、「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）および「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 終改正 平成18年５

月31日）を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「工業用材料」の営業費用は124百万円、「電子材

料」の営業費用は293百万円、「機能材料」の営業費用は66百万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少し

ております。 

  工業用材料 電子材料 機能材料 計 
消去 

又は全社 
連結 

売上高             

(１) 外部顧客に対する売上高 268,888 356,941 53,991 679,822 － 679,822 

(２) セグメント間の内部売上 

 高又は振替高 
－ 47 691 738 (738)  － 

計 268,888 356,989 54,683 680,560 (738)  679,822 

営業費用 240,869 325,539 45,114 611,523 (738)  610,784 

営業利益 28,019 31,449 9,568 69,037 － 69,037 

事業区分 主要製品 

工業用材料 接合材料、表面保護材料、シーリング材料、包装材料・機器 

電子材料 液晶表示関連材料、プリント回路材料、電子プロセス材料、半導体関連材料 

機能材料 医療関連材料、高分子分離膜、ふっ素樹脂製品 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）        （単位：百万円） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米…………………………米国 

欧州…………………………ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン 

アジア・オセアニア………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港、タイ 

３ 会計方針の変更  

(１)「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は272百万円増加し、営業利益が

同額減少しております。 

(２)「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

り 、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は49百万円増加し、営業利益が

同額減少しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）        （単位：百万円） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米…………………………米国 

欧州…………………………ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン 

アジア・オセアニア………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港、タイ 

 ３ 追加情報 

固定資産の減価償却方法に関しては「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の追加情報

に記載のとおりであります。この結果、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は1,170

百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  日本 北米 欧州 
アジア・ 

オセアニア 
計 

消去 
又は全社 

連結 

売上高               

(１) 外部顧客に対する 

 売上高 
133,731 20,282 10,765 167,727 332,507 － 332,507 

(２) セグメント間の内  

 部売上高又は振替高 
131,304 1,264 2,076 8,171 142,816 （142,816) － 

計 265,035 21,546 12,841 175,899 475,323 （142,816) 332,507 

営業費用 236,130 22,214 12,252 170,423 441,020 （144,532) 296,488 

営業利益 28,905 △667 588 5,476 34,302 1,715 36,018 

  日本 北米 欧州 
アジア・ 

オセアニア 
計 

消去 
又は全社 

連結 

売上高               

(１) 外部顧客に対する 

 売上高 
125,151 22,664 14,247 203,868 365,932 － 365,932 

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
153,883 1,347 2,199 12,933 170,362 (170,362)  － 

計 279,034 24,012 16,446 216,801 536,295 (170,362)  365,932 

営業費用 258,250 23,967 15,429 205,220 502,868 (171,840)  331,027 

営業利益 20,783 44 1,017 11,581 33,426 1,477 34,904 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）          （単位：百万円） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米…………………………米国 

欧州…………………………ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン 

アジア・オセアニア………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港、タイ 

        ３ 会計方針の変更 

(１)「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は498百万円増加し、営業利益が

同額減少しております。 

(２)「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より 、「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）および「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 終改正 平成18年５

月31日）を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は484百万円増加し、営業利益が

同額減少しております。 

  日本 北米 欧州 
アジア・ 

オセアニア 
計 

消去 
又は全社 

連結 

売上高               

(１) 外部顧客に対する 

 売上高 
268,364 42,349 23,787 345,321 679,822 － 679,822 

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
269,925 2,641 4,381 17,434 294,383 (294,383)  － 

計 538,289 44,991 28,169 362,755 974,205 (294,383)  679,822 

営業費用 485,753 45,654 26,581 350,373 908,364 (297,579)  610,784 

営業利益 52,535 △663 1,587 12,382 65,841 3,195 69,037 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）        （単位：百万円） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米…………………………米国 

欧州…………………………ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン 

アジア・オセアニア………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港、タイ 

その他………………………南米、アフリカ 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）        （単位：百万円） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米…………………………米国 

欧州…………………………ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン 

アジア・オセアニア………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港、タイ 

その他………………………南米、アフリカ 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）          （単位：百万円） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米…………………………米国 

欧州…………………………ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン 

アジア・オセアニア………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港、タイ 

その他………………………南米、アフリカ 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  北米 欧州 
アジア・ 
オセアニア 

その他 計 

Ⅰ 海外売上高 17,752 11,346 177,637 334 207,072 

Ⅱ 連結売上高         332,507 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
5.3 3.4 53.4 0.1 62.3 

  北米 欧州 
アジア・ 
オセアニア 

その他 計 

Ⅰ 海外売上高 19,772 16,225 209,731 525 246,256 

Ⅱ 連結売上高         365,932 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
5.4 4.4 57.3 0.1 67.3 

  北米 欧州 
アジア・オセ
アニア 

その他 計 

Ⅰ 海外売上高 36,510 25,650 362,816 722 425,699 

Ⅱ 連結売上高         679,822 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
5.4 3.8 53.4 0.1 62.6 



（１株当たり情報） 

（注）算定上の基礎 

 １株当たり純資産額 

 １株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,090円04銭      2,274円66銭     2,192円29銭 

１株当たり中間（当期）純

利益 
128円07銭    131円50銭    248円33銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
127円88銭    131円39銭    248円01銭 

  前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額 349,592百万円        381,688百万円   367,610百万円 

純資産の部の合計額から控

除する金額 
1,774百万円      2,995百万円 2,668百万円 

（うち新株予約権） (49百万円) (593百万円) (484百万円) 

（うち少数株主持分） (1,725百万円) (2,402百万円) (2,183百万円) 

普通株式に係る中間期末

（期末）の純資産額 
347,818百万円        378,692百万円  364,942百万円 

１株当たり純資産額の算定

に用いられた中間期末（期

末）の普通株式の数 

166,416千株        166,483千株 166,466千株 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

中間（当期）純利益 21,180百万円       21,891百万円      41,201百万円 

普通株主に帰属しない金額 ――― ―――   ――― 

普通株式に係る中間（当

期）純利益 
21,180百万円       21,891百万円      41,201百万円 

普通株式の期中平均株式数 165,379千株        166,477千株       165,916千株 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益算定に

用いられた普通株式増加数 

（うち新株予約権） 

250千株 

（250千株）

   143千株 

（143千株）

   215千株 

（215千株）

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の

算定に含まれなかった潜在

株式の概要 

新株予約権 

潜在株式の数   360,500株 

これらの詳細については、

第４ 提出会社の状況 １

株式等の状況 (２) 新株

予約権等の状況に記載して

おります。 

新株予約権 

潜在株式の数  997,300株 

これらの詳細については、

第４ 提出会社の状況 １

株式等の状況 (２) 新株

予約権等の状況に記載して

おります。 

新株予約権 

潜在株式の数  356,900株 

これらの詳細については、

第４ 提出会社の状況 １

株式等の状況 (２) 新株

予約権等の状況に記載して

おります。 



（重要な後発事象） 

(２)【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

――― ―――  平成19年４月27日開催の取締役会

において、完全子会社である共信株

式会社および日東電工マテックス株

式会社（２社とも工業用材料、電子

材料、機能材料を販売）を平成19年

７月１日を効力発生日として吸収合

併することを決議し、同日付をもっ

てそれぞれ合併契約を締結しまし

た。 

(１) 合併の目的 

当社グループは、市場のグ

ローバル化に対応し当社固有

の基幹技術に立脚したソリュ

ーションを提供できる体制を

構築するため、当社グループ

内で扱っている事業をシンプ

ルな構造に再編し、さらなる

グループ一体となった競争力

向上を目指すものです。 

(２) 合併の方式 

当社を存続会社とする吸収

合併（簡易合併）方式とし、

共信株式会社および日東電工

マテックス株式会社は消滅会

社となります。 

(３) 合併比率および合併交付金 

共信株式会社および日東電

工マテックス株式会社は当社

の完全子会社であるため、本

合併による新株式の発行、資

本金の増加および合併交付金

の支払はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(１)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   34,751   20,512 20,061   

２ 受取手形 ※４ 798   4,818 851   

３ 売掛金   99,229   125,073 103,097   

４ たな卸資産   22,943   31,076 28,552   

５ その他 ※３ 25,455   34,202 27,512   

６ 貸倒引当金   △300   △13 △300   

流動資産合計     182,878 42.9 215,671 46.1   179,774 41.6

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※２         

１ 建物   57,352   58,617 59,057   

２ 機械及び装置   51,975   67,877 60,773   

３ 土地   14,080   14,212 13,847   

４ その他   23,675   21,781 25,223   

有形固定資産合計   147,082   162,488 158,902   

(2）無形固定資産   3,512   4,128 3,846   

(3）投資その他の資産           

１ 投資有価証券   12,751   12,553 11,884   

２ 関係会社株式   61,625   59,313 65,632   

３ 長期貸付金   3,587   3,283 3,431   

４ 前払年金費用   6,898   7,832 7,070   

５ その他   9,550   4,257 3,578   

６ 貸倒引当金   △95   △100 △94   

７ 投資損失引当金   △1,614   △1,614 △1,614   

投資その他の資産 
合計 

  92,703   85,524 89,887   

固定資産合計     243,298 57.1 252,142 53.9   252,636 58.4

資産合計     426,177 100.0 467,813 100.0   432,411 100.0 

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※４ －   409 －   

２ 買掛金   66,232   84,218 76,421   

３ コマーシャル・ペ
ーパー  

  －   15,000 10,000   

４ 未払金   42,376   28,569 34,194   

５ 未払法人税等   8,536   7,379 5,029   

６ 預り金   11,249   10,718 12,735   

７ 役員賞与引当金    114   116 187   

８ その他   8,585   7,872 7,178   

流動負債合計     137,094 32.2 154,283 33.0   145,745 33.7

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金   12,069   13,021 11,989   

２ 受入保証金   80   227 88   

３ その他   340   1,164 347   

固定負債合計     12,491 2.9 14,412 3.1   12,424 2.9

負債合計     149,585 35.1 168,696 36.1   158,170 36.6

 （純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     26,783 6.3 26,783 5.7   26,783 6.2

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金   50,482   50,482 50,482   

(2) その他資本 
剰余金 

  5,482   5,569 5,541   

資本剰余金合計     55,964 13.1 56,051 12.0   56,023 13.0

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金   4,095   4,095 4,095   

(2) その他利益 
剰余金 

          

特別償却 
準備金 

  1,297   821 1,063   

固定資産圧縮積
立金 

  274   394 301   

別途積立金   168,000   185,000 168,000   

繰越利益 
剰余金 

  44,537   49,662 41,881   

利益剰余金合計     218,205 51.2 239,973 51.3   215,341 49.8

４ 自己株式     △29,022 △6.8 △28,761 △6.1   △28,829 △6.7

株主資本合計     271,931 63.8 294,046 62.9   269,319 62.3

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評
価差額金 

    5,052 1.2 4,432 0.9   4,513 1.0

２ 繰延ヘッジ損益     △441 △0.1 43 0.0   △76 △0.0

評価・換算差額等合
計 

    4,610 1.1 4,476 0.9   4,436 1.0

Ⅲ 新株予約権     49 0.0 593 0.1   484 0.1

純資産合計     276,591 64.9 299,116 63.9   274,240 63.4

負債及び純資産合計     426,177 100.0 467,813 100.0   432,411 100.0 



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     195,085 100.0 230,316 100.0   400,339 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１   144,619 74.1 182,463 79.2   304,540 76.1

売上総利益     50,465 25.9 47,853 20.8   95,798 23.9

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※１   28,291 14.5 32,618 14.2   58,445 14.6

営業利益     22,174 11.4 15,235 6.6   37,352 9.3

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   94   129 201   

２ 受取配当金   5,851   8,401 5,918   

３ 雑収入 ※２ 1,681 7,627 3.9 2,604 11,135 4.8 3,904 10,024 2.5

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   39   109 124   

２ 売上割引   354   385 758   

３ 為替差損    1,383   1,846 3,126   

４ 雑損失 ※1,3 276 2,052 1.1 327 2,668 1.1 535 4,544 1.1

経常利益     27,749 14.2 23,702 10.3   42,832 10.7

Ⅵ 特別利益           

１ 抱合せ株式 
消滅差益 

  －   13,371 －   

２ その他   12 12 0.0 407 13,778 6.0 44 44 0.0

Ⅶ 特別損失     487 0.2 704 0.3   1,067 0.3

税引前中間（当
期）純利益 

    27,274 14.0 36,776 16.0   41,809 10.4

法人税、住民税及
び事業税 

  8,173   7,445 12,430   

法人税等調整額 ※４ 278 8,451 4.3 △1,127 6,318 2.8 7,595 20,026 5.0

中間（当期）純利
益 

    18,822 9.7 30,458 13.2   21,783 5.4

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）               （単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 
資本 

準備金

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金

その他利益剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

特別 

償却 

準備金

 固定 

資産 

圧縮 

積立金

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

平成18年３月31日 残高 26,783 50,482 684 51,166 4,095 1,325 － 151,000 48,105 204,526 △34,173 248,302 

中間会計期間中の変動額                        

剰余金の配当（注）       －         △4,953 △4,953   △4,953 

取締役賞与（注）       －         △190 △190   △190 

特別償却準備金の繰入

（注） 
      －   544     △544 －   － 

特別償却準備金の繰入       －   29     △29 －   － 

特別償却準備金の取崩

（注） 
      －   △356     356 －   － 

特別償却準備金の取崩       －   △244     244 －   － 

固定資産圧縮積立金の

積立（注） 
      －     280   △280 －   － 

固定資産圧縮積立金の

積立 
      －     8   △8 －   － 

固定資産圧縮積立金の

取崩 
      －     △15   15 －   － 

別途積立金の積立

（注） 
      －       17,000 △17,000 －   － 

中間純利益       －         18,822 18,822   18,822 

自己株式の取得       －           － △9 △9 

自己株式の処分     4,798 4,798           － 5,160 9,959 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

      －           －   － 

中間会計期間中の変動額 

合計 
－ － 4,798 4,798 － △27 274 17,000 △3,568 13,678 5,150 23,628 

平成18年９月30日 残高 26,783 50,482 5,482 55,964 4,095 1,297 274 168,000 44,537 218,205 △29,022 271,931 



 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計  その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額 

等合計 

平成18年３月31日 残高 5,800 － 5,800 － 254,103 

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当（注）     －   △4,953 

取締役賞与（注）     －   △190 

特別償却準備金の繰入（注）     －   － 

特別償却準備金の繰入     －   － 

特別償却準備金の取崩（注）     －   － 

特別償却準備金の取崩     －   － 

固定資産圧縮積立金の積立

（注） 
    －   － 

固定資産圧縮積立金の積立     －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩     －   － 

別途積立金の積立（注）     －   － 

中間純利益     －   18,822 

自己株式の取得     －   △9 

自己株式の処分     －   9,959 

株主資本以外の項目の中間会計 

期間中の変動額（純額） 
△748 △441 △1,189 49 △1,140 

中間会計期間中の変動額合計 △748 △441 △1,189 49 22,487 

平成18年９月30日 残高 5,052 △441 4,610 49 276,591 



当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）               （単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 
資本 

準備金

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金

その他利益剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

特別 

償却 

準備金

 固定 

資産 

圧縮 

積立金

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

平成19年３月31日 残高 26,783 50,482 5,541 56,023 4,095 1,063 301 168,000 41,881 215,341 △28,829 269,319 

中間会計期間中の変動額                        

剰余金の配当       －         △5,826 △5,826   △5,826 

特別償却準備金の繰入       －   3     △3 －   － 

特別償却準備金の取崩       －   △245     245 －   － 

固定資産圧縮積立金の

積立 
      －     114   △114 －   － 

固定資産圧縮積立金の

取崩 
      －     △21   21 －   － 

別途積立金の積立       －       17,000 △17,000 －   － 

中間純利益       －         30,458 30,458   30,458 

自己株式の取得       －           － △2 △2 

自己株式の処分     27 27           － 70 98 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

      －           －   － 

中間会計期間中の変動額 

合計 
－ － 27 27 － △242 92 17,000 7,781 24,631 67 24,727 

平成19年９月30日 残高 26,783 50,482 5,569 56,051 4,095 821 394 185,000 49,662 239,973 △28,761 294,046 



  

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計  その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額 

等合計 

平成19年３月31日 残高 4,513 △76 4,436 484 274,240 

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当     －   △5,826 

特別償却準備金の繰入     －   － 

特別償却準備金の取崩     －   － 

固定資産圧縮積立金の積立     －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩     －   － 

別途積立金の積立     －   － 

中間純利益     －   30,458 

自己株式の取得     －   △2 

自己株式の処分     －   98 

株主資本以外の項目の中間会計 

期間中の変動額（純額） 
△80 120 39 108 148 

中間会計期間中の変動額合計 △80 120 39 108 24,875 

平成19年９月30日 残高 4,432 43 4,476 593 299,116 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）      （単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 
資本 

準備金

その他 

資本 

剰余金  

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金

その他利益剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

特別 

償却 

準備金

 固定 

資産 

圧縮 

積立金

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

平成18年３月31日 残高 26,783 50,482 684 51,166 4,095 1,325 － 151,000 48,105 204,526 △34,173 248,302 

事業年度中の変動額                        

剰余金の配当（注）       －         △4,953 △4,953   △4,953 

剰余金の配当       －         △5,824 △5,824   △5,824 

取締役賞与（注）       －         △190 △190   △190 

特別償却準備金の繰入

（注） 
      －   544     △544 －   － 

特別償却準備金の繰入       －   44     △44 －   － 

特別償却準備金の取崩

（注） 
      －   △356     356 －   － 

特別償却準備金の取崩       －   △494     494 －   － 

固定資産圧縮積立金の

積立（注） 
      －     280   △280 －   － 

固定資産圧縮積立金の

積立 
      －     54   △54 －   － 

固定資産圧縮積立金の

取崩 
      －     △33   33 －   － 

別途積立金の積立

（注） 
      －       17,000 △17,000 －   － 

当期純利益       －         21,783 21,783   21,783 

自己株式の取得       －           － △16 △16 

自己株式の処分     4,857 4,857           － 5,360 10,217 

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額） 

      －           －   － 

事業年度中の変動額合計 － － 4,857 4,857 － △261 301 17,000 △6,224 10,815 5,343 21,016 

平成19年３月31日 残高 26,783 50,482 5,541 56,023 4,095 1,063 301 168,000 41,881 215,341 △28,829 269,319 



 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計  その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額 

等合計 

平成18年３月31日 残高 5,800 － 5,800 － 254,103 

事業年度中の変動額          

剰余金の配当（注）     －   △4,953 

剰余金の配当     －   △5,824 

取締役賞与（注）     －   △190 

特別償却準備金の繰入（注）     －   － 

特別償却準備金の繰入     －   － 

特別償却準備金の取崩（注）     －   － 

特別償却準備金の取崩     －   － 

固定資産圧縮積立金の積立

（注） 
    －   － 

固定資産圧縮積立金の積立     －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩     －   － 

別途積立金の積立（注）     －   － 

当期純利益     －   21,783 

自己株式の取得     －   △16 

自己株式の処分     －   10,217 

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
△1,287 △76 △1,364 484 △879 

事業年度中の変動額合計 △1,287 △76 △1,364 484 20,137 

平成19年３月31日 残高 4,513 △76 4,436 484 274,240 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 資産の評価基準および評価方法 

(１) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

１ 資産の評価基準および評価方法 

(１) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

１ 資産の評価基準および評価方法 

(１) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

子会社株式及び 

関連会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び 

関連会社株式 

同左 

子会社株式及び 

関連会社株式 

同左 

(２) デリバティブ 

時価法 

(２) デリバティブ 

同左 

(２) デリバティブ 

同左 

(３) たな卸資産 

製商品・原材料・仕掛品 

……総平均法による低価法 

貯蔵品 

…… 終仕入原価法による

原価法 

(３) たな卸資産 

同左 

(３) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(１) 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物 ２～60年

機械装置及び 

車両運搬具 
２～17年

２ 固定資産の減価償却の方法 

(１) 有形固定資産 

同左 

（追加情報） 

平成19年度の法人税法の改正を契

機に、一部の設備につき経済的耐

用年数の見直しを行った結果、当

中間会計期間より耐用年数を従来

の７年から５年に短縮しておりま

す。この結果、従来と同一の耐用

年数によった場合と比較し、営業

利益、経常利益および税引前中間

純利益はそれぞれ1,170百万円少

なく計上されております。 

また、当中間会計期間より、取得

価額の５％に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却しておりま

す。この変更による影響は軽微で

あります。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(１) 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物 ２～60年

機械装置及び 

車両運搬具 
２～17年

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(２) 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

(２) 無形固定資産 

同左 

(２) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(１) 貸倒引当金 

金銭債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

３ 引当金の計上基準 

(１) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(１) 貸倒引当金 

同左 

(２) 投資損失引当金 

関係会社に対する投資に係る

損失に備えるため、財政状況

等を勘案して、会社所定の基

準により損失見込額を計上し

ております。 

(２) 投資損失引当金 

同左 

(２) 投資損失引当金 

同左 

 (３) 役員賞与引当金  

役員賞与の支出に備えるた

め、当事業年度における支給

見込額の当中間会計期間負担

額を計上しております。 

（会計方針の変更）   

当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成17年

11月29日）を適用しておりま

す。  

これにより営業利益、経常利

益および税引前中間純利益

は、それぞれ114百万円減少

しております。  

 (３) 役員賞与引当金  

役員賞与の支出に備えるため、当

事業年度における支給見込額の当

中間会計期間負担額を計上してお

ります。 

(３) 役員賞与引当金  

役員賞与の支出に備えるた

め、当事業年度における支給

見込額を計上しておりま

す。  

（会計方針の変更）   

当事業年度より、「役員賞与
に関する会計基準」（企業会
計基準第４号 平成17年11月
29日）を適用しておりま
す。  
これにより営業利益、経常利

益および税引前当期純利益

は、それぞれ187百万円減少

しております。  

(４) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（12年）に

よる定額法により費用処理し

ております。 

数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（12

年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理すること

としております。 

(４) 退職給付引当金 

同左 

(４) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しており

ます。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（12年）に

よる定額法により費用処理し

ております。 

数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（12

年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しており

ます。 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 外貨建資産又は負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

４ 外貨建資産又は負債の本邦通貨への

換算基準 

同左 

４ 外貨建資産又は負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処

理しております。 

５ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

(１) ヘッジ会計の方法 

予定取引に係る為替予約に関

して、繰延ヘッジ処理を採用

しております。 

６ ヘッジ会計の方法 

(１) ヘッジ会計の方法 

予定取引に係る為替予約に関し

て、繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。通貨スワップについて

は、振当処理の要件を満たす場合

は振当処理を行っております。金

利スワップについては、特例処理

の要件を満たす場合は特例処理を

行っております。 

６ ヘッジ会計の方法 

(１) ヘッジ会計の方法 

同左 

(２) ヘッジ手段とヘッジ対象 (２) ヘッジ手段とヘッジ対象 (２) ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約 

・ヘッジ手段 

為替予約、通貨スワップ、金利ス

ワップ 

・ヘッジ手段 

同左  

・ヘッジ対象 

製品輸出による外貨建売上債

権 

設備等の輸入に伴う外貨建債

務 

・ヘッジ対象 

外貨建債権債務等 

・ヘッジ対象 

同左 

(３) ヘッジ方針 

為替相場変動により外貨建債

権および債務の額が変動する

リスクをヘッジするために為

替予約を行っております。 

(３) ヘッジ方針 

為替変動リスクおよび金利変動リ

スクの回避を目的としておりま

す。 

(３) ヘッジ方針 

同左 

 ――― 

  

(４) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、その

変動額の比率によって有効性を評

価しております。ただし、特例処

理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略して

おります。 

(４) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ 消費税等の会計処理について 

消費税および地方消費税の会計

処理は税抜方式によっておりま

す。 

７ 消費税等の会計処理について 

同左 

７ 消費税等の会計処理について 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は276,983百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間より、「企業結合

に係る会計基準」（平成15年10月31

日）および「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準第７号 平

成17年12月27日）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号 平成17年12月27日）

を適用しております。 

（ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 当中間会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成17

年12月27日）および「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11

号 平成18年５月31日）を適用して

おります。 

 これにより営業利益、経常利益お

よび税引前中間純利益は、それぞれ

49百万円減少しております。 

 ――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）および「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は273,832百万円でありま

す。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度より、「企業結合に係

る会計基準」（平成15年10月31日）

および「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号 平成17

年12月27日）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 終改正 平成18年12月

22日）を適用しております。 

（ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 当事業年度より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号 平成17年12月27

日）および「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号 

終改正 平成18年５月31日）を適用

しております。 

 これにより営業利益、経常利益お

よび税引前当期純利益は、それぞれ

484百万円減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

 １ 保証債務 

(１) 銀行借入等に対しての保証 

 １ 保証債務 

(１) 銀行借入等に対しての保証 

 １ 保証債務 

(１) 銀行借入等に対しての保証 

保証先 
保証額 
(百万円) 

従業員 
（住宅資金） 

5 

NITTO DENKO (CHINA) 
INVESTMENT CO.,LTD. 
27,700千米ドル 
2,000千人民元 

3,295 

NITTO DENKO（SUZHOU） 
CO.,LTD. 
59,700千米ドル 
47,305百万円 

7,741 

NITTO AMERICAS,INC. 
17,119千米ドル 

2,018 

TAIWAN NITTO OPTICAL 
CO.,LTD. 
800,000千新台湾ドル 

2,856 

NITTO DENKO VIETNAM 
CO.,LTD. 
2,640千米ドル 

311 

NITTO DENKO FINE CIRC
UIT TECHNOLOGY（SHENZ
HEN）CO.,LTD. 
13,842千米ドル 
7,000千人民元 

1,736 

NITTO DENKO (TIANJI
N) CO.,LTD 
70千米ドル 
20,000千人民元 

305 

計 18,269 

保証先 
保証額 
(百万円)

NITTO DENKO (CHINA) 
INVESTMENT CO.,LTD. 
19,200千米ドル 

2,216

NITTO DENKO（SUZHOU） 
CO.,LTD. 
76,800千米ドル 
6,000千人民元 

8,957

NITTO AMERICAS,INC. 
13,400千米ドル 

1,546

TAIWAN NITTO OPTICAL 
CO.,LTD. 
1,000,000千新台湾ドル 

3,520

NITTO DENKO FINE CIRC
UIT TECHNOLOGY（SHENZ
HEN）CO.,LTD. 
19,628千米ドル 
35,000千人民元 

2,803

その他 ６件 1,979

計 21,022

保証先 
保証額 
(百万円)

従業員 
（住宅資金） 

3

NITTO DENKO (CHINA) 
INVESTMENT CO.,LTD. 
30,200千米ドル 

3,565

NITTO DENKO（SUZHOU） 
CO.,LTD. 
52,300千米ドル 
47,300千人民元 

6,895

NITTO AMERICAS,INC. 
15,785千米ドル 

1,863

TAIWAN NITTO OPTICAL 
CO.,LTD. 
800,000千新台湾ドル 

2,856

NITTO DENKO VIETNAM 
CO.,LTD. 
2,400千米ドル 

283

NITTO DENKO FINE CIRC
UIT TECHNOLOGY（SHENZ
HEN）CO.,LTD. 
23,985千米ドル 
47,000千人民元 

3,548

NITTO DENKO (TIANJI
N) CO.,LTD 
150千米ドル 
15,000千人民元 

246

計 19,263

(２) 関係会社の契約履行保証等 (２) 関係会社の契約履行保証等 (２) 関係会社の契約履行保証等 

保証先 
保証額 

（百万円） 

HYDRANAUTICS 
26,502千米ドル 
134千ユーロ 

3,144 

保証先 
保証額 

（百万円） 

HYDRANAUTICS 
27,677千米ドル 
134千ユーロ 

3,216

保証先 
保証額 

（百万円） 

HYDRANAUTICS 
26,558千米ドル 
134千ユーロ 

3,156

 



前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

項目 
金額 

(百万円) 

有形固定資産の 
減価償却累計額 

195,328 

項目 
金額 

(百万円)

有形固定資産の 
減価償却累計額 

217,290

項目 
金額 

(百万円)

有形固定資産の 
減価償却累計額 

206,971

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費

税等は相殺のうえ、流動資産

のその他として表示しており

ます。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

――― 

※４ 中間会計期間末日満期手形 

当中間会計期間の末日は、金

融機関の休業日であります

が、満期日に決済が行われた

ものとして処理しておりま

す。中間会計期間末残高から

除かれている中間期末日満期

手形は次のとおりでありま

す。 

   受取手形  131百万円 

※４ 中間会計期間末日満期手形 

当中間会計期間の末日は、金

融機関の休業日であります

が、満期日に決済が行われた

ものとして処理しておりま

す。中間会計期間末残高から

除かれている中間期末日満期

手形は次のとおりでありま

す。 

   受取手形   542百万円  

   支払手形   189百万円  

※４ 期末日満期手形 

当事業年度の末日は、金融機

関の休業日でありますが、満

期日に決済が行われたものと

して処理しております。事業

年度末残高から除かれている

期末日満期手形は次のとおり

であります。 

   受取手形   59百万円 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 減価償却実施額 

減価償却実施額は次のとおり

であります。 

※１ 減価償却実施額 

減価償却実施額は次のとおり

であります。 

※１ 減価償却実施額 

減価償却実施額は次のとおり

であります。 

項目 
金額 

(百万円) 

有形固定資産 10,658 

無形固定資産 648 

項目 
金額 

(百万円)

有形固定資産 15,056

無形固定資産 609

項目 
金額 

(百万円)

有形固定資産 24,830

無形固定資産 1,318

※２ 雑収入の主要項目 ※２ 雑収入の主要項目 ※２ 雑収入の主要項目 

項目 
金額 

(百万円) 

地代家賃収入 314 

ロイヤリティー収入 731 

項目 
金額 

(百万円)

地代家賃収入 316

ロイヤリティー収入 1,140

項目 
金額 

(百万円)

地代家賃収入 620

ロイヤリティー収入 1,740

※３ 雑損失の主要項目 ※３ 雑損失の主要項目 ※３ 雑損失の主要項目 

項目 
金額 

(百万円) 

貸与資産減価償却費 108 

項目 
金額 

(百万円)

貸与資産減価償却費 123

項目 
金額 

(百万円)

貸与資産減価償却費 223

※４ 法人税等調整額 

中間会計期間に係る納付税額

および法人税等調整額は、当

期において予定している特別

償却準備金等の取崩し等を前

提として、当中間会計期間に

係る金額を計算しておりま

す。  

――― ――― 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

 前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 自己株式の種類および株式数に関する事項 

 （注）１ 普通株式の自己株式の増加の内訳 

       単元未満株式の買取りによる増加                1 千株 

    ２ 普通株式の自己株式の減少の内訳 

       株式交換による自己株式の移転               1,205 千株 

       ストック・オプションの行使による自己株式の交付       99 千株 

 当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

 自己株式の種類および株式数に関する事項 

 （注）１ 普通株式の自己株式の増加の内訳 

       単元未満株式の買取りによる増加                0 千株 

    ２ 普通株式の自己株式の減少の内訳 

       ストック・オプションの行使による自己株式の交付       17 千株 

       単元未満株式の売渡しによる減少                0 千株 

 前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

 自己株式の種類および株式数に関する事項 

 （注）１ 普通株式の自己株式の増加の内訳 

       単元未満株式の買取りによる増加                2 千株 

    ２ 普通株式の自己株式の減少の内訳 

       株式交換による自己株式の移転               1,205 千株 

       ストック・オプションの行使による自己株式の交付       150 千株 

       単元未満株式の売渡しによる減少                0 千株 

次へ 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 普通株式 （注）１、２ 8,645 1 1,305 7,341 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 普通株式 （注）１、２ 7,292 0 17 7,274 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当事業年度増加株式

数（千株） 

当事業年度減少株式

数（千株） 

当事業年度末株式数

（千株） 

 普通株式 （注）１、２ 8,645 2 1,355 7,292 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(１) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(１) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(１) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

工具・器
具及び備
品 

18 5 13 

車両及び
運搬具 

91 32 59 

合計 110 37 73 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

建物 444 93 350

工具・器
具及び備
品 

25 9 15

車両及び
運搬具 

91 48 42

合計 560 151 409

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

車両及び
運搬具 

88 38 50

工具・器
具及び備
品 

18 6 12

合計 107 45 62

(２) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

(２) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

(２) 未経過リース料期末残高 

相当額 

１年以内 20百万円

１年超 53 

合計 74 

１年以内   47百万円

１年超 371 

合計 419 

１年以内   20百万円

１年超 43 

合計 64 

(３) 支払リース料、減価償却費相

当額および支払利息相当額 

(３) 支払リース料、減価償却費相

当額および支払利息相当額 

(３) 支払リース料、減価償却費相

当額および支払利息相当額 

支払リース料 11百万円

減価償却費相当額 11百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料   28百万円

減価償却費相当額   26百万円

支払利息相当額  4百万円

支払リース料   22百万円

減価償却費相当額 21百万円

支払利息相当額 1百万円

(４) 減価償却費相当額および利息

相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方

法 

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によります。 

(４) 減価償却費相当額および利息

相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

(４) 減価償却費相当額および利息

相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

・支払利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によります。 

・支払利息相当額の算定方法 

同左 

・支払利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

（企業結合等関係） 

「第５ 経理の状況 1 中間連結財務諸表等 (１) 中間連結財務諸表 注記事項」の中の（企業結合等関係）

をご参照下さい。 

（１株当たり情報） 

 （注）算定上の基礎 

 １株当たり純資産額 

 １株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,661円74銭      1,793円11銭      1,644円52銭 

１株当たり中間（当期）純

利益 
113円81銭    182円96銭    131円29銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
113円64銭    182円80銭    131円12銭 

  前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額 276,591百万円        299,116百万円 274,240百万円 

純資産の部の合計額から控

除する金額 
49百万円  593百万円  484百万円 

（うち新株予約権） (49百万円) (593百万円) (484百万円) 

普通株式に係る中間期末

（期末）の純資産額 
276,541百万円        298,523百万円  273,756百万円  

１株当たり純資産額の算定

に用いられた中間期末（期

末）の普通株式の数 

166,416千株        166,483千株  166,466千株  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

中間（当期）純利益 18,822百万円       30,458百万円       21,783百万円 

普通株主に帰属しない金額 ――― ―――  ―――  

普通株式に係る中間（当

期）純利益 18,822百万円       30,458百万円       21,783百万円 

普通株式の期中平均株式数 165,379千株        166,477千株        165,916千株 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益算定に

用いられた普通株式増加数 

（うち新株予約権） 

250千株 

（250千株）

   143千株 

（143千株）

   215千株 

（215千株）

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の

算定に含まれなかった潜在

株式の概要 

新株予約権 

潜在株式の数 360,500株 

これらの詳細については、

第４ 提出会社の状況 １

株式等の状況 (２) 新株

予約権等の状況に記載して

おります。 

新株予約権 

潜在株式の数 997,300株 

これらの詳細については、

第４ 提出会社の状況 １

株式等の状況 (２) 新株

予約権等の状況に記載して

おります。 

新株予約権 

潜在株式の数 356,900株 

これらの詳細については、

第４ 提出会社の状況 １

株式等の状況 (２) 新株

予約権等の状況に記載して

おります。 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

――― ――― （連結子会社との合併） 

 当社は、平成19年４月27日開催の

取締役会において、完全子会社であ

る共信株式会社および日東電工マテ

ックス株式会社（２社とも工業用材

料、電子材料、機能材料を販売）を

平成19年７月１日を効力発生日とし

て吸収合併することを決議し、同日

付をもってそれぞれ合併契約を締結

いたしました。 

 (１) 合併の目的 

 当社グループは、市場のグロ

ーバル化に対応し当社固有の基

幹技術に立脚したソリューショ

ンを提供できる体制を構築する

ため、当社グループ内で扱って

いる事業をシンプルな構造に再

編し、さらなるグループ一体と

なった競争力向上を目指すもの

です。 

 (２) 合併の方式 

 当社を存続会社とする吸収合

併（簡易合併）方式とし、共信

株式会社および日東電工マテッ

クス株式会社は消滅会社となり

ます。 

 (３）合併比率および合併交付金 

 共信株式会社および日東電工

マテックス株式会社は当社の完

全子会社であるため、本合併に

よる新株式の発行、資本金の増

加および合併交付金の支払いは

ありません。 



(２)【その他】 

 平成19年10月30日開催の取締役会において、平成19年９月30日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または

記録された株主に対し、第143期中間配当金として１株につき40円（中間配当金総額 6,659百万円）を支払うこと

を決議しました。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 

(１) 臨時報告書        
平成19年４月27日 

関東財務局長に提出 
  

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号および第７号の３の規定に基づく臨時報告書であります。 

  

(２) 

  

有価証券報告書 

およびその添付書類 

  

事業年度 

（第142期） 

  

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

  

  

  

平成19年６月22日 

関東財務局長に提出 

  

  

  

(３) 臨時報告書        
平成19年６月22日 

関東財務局長に提出 
  

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書であります。 

  

(４) 

  

有価証券届出書 

およびその添付書類 

  

  

  

  

  

  

  

平成19年７月27日 

関東財務局長に提出 

  

  

  

(５) 
臨時報告書の 

訂正報告書  
      

平成19年７月30日 

関東財務局長に提出 
  

  平成19年６月22日提出の企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書に

係る訂正報告書であります。 

  

(６) 
有価証券届出書の 

訂正届出書 
      

平成19年７月30日 

関東財務局長に提出 
  

  平成19年７月27日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

  

(７) 
有価証券届出書の 

訂正届出書 
      

平成19年９月14日 

関東財務局長に提出 
  

  平成19年７月27日提出の有価証券届出書ならびに平成19年７月30日提出の有価証券届出書の訂正届出書に係る訂正

届出書であります。 

  

(８) 
有価証券報告書の 

訂正報告書 
      

平成19年10月４日 

関東財務局長に提出 
  

  平成19年６月22日提出の第142期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書に係る訂正報告

書であります。 

  



独立監査人の中間監査報告書 

       

      平成18年12月18日 

日東電工株式会社      

  取締役会 御中  

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 中尾 正孝  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 北山 久恵  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 宮林 利朗  印 

         

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日東電

工株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、日東電工株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

       

      平成19年12月17日 

日東電工株式会社      

  取締役会 御中  

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 中尾 正孝  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 北山 久恵  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 宮林 利朗  印 

         

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日東電工株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年4月1日

から平成19年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、日東電工株式会社及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

       

      平成18年12月18日 

日東電工株式会社      

  取締役会 御中  

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 中尾 正孝  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 北山 久恵  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 宮林 利朗  印 

         

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日東電

工株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第142期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、日東電工株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

       

      平成19年12月17日 

日東電工株式会社      

  取締役会 御中  

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 中尾 正孝  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 北山 久恵  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 宮林 利朗  印 

         

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日東電工株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第143期事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日か

ら平成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、日東電工株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年4月1日から

平成19年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管している。 
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